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 島根２号炉は，本項

では設置許可基準規則

に対する基本方針のみ

の記載とし，追加要求

事項への適合性の詳細

説明については，「2.追

加要求事項に対する適

合方針」以降に記載し

ている 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

誤操作の防止について，設置許可基準規則第 10条及び技術

基準規則第 38条における追加要求事項を明確化する（第 1 

表）。 

 

第 1 表 設置許可基準規則第 10条及び技術基準規則 

第 38条 要求事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

  誤操作の防止について，設置許可基準規則第 10条及び技術

基準規則第 38条における追加要求事項を明確化する（第 1.1

－1表）。 

 

第 1.1－1表 設置許可基準規則第 10条及び技術基準規則 

第 38条 要求事項 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

誤操作の防止について，設置許可基準規則第 10条及び技術

基準規則第 38条における追加要求事項を明確化する(第 1.1

－1表）。 

 

第 1.1－1表 設置許可基準規則第 10条及び技術基準規則 

第 38条 要求事項 

設置許可基準規則

第 10条 

(誤操作の防止） 

技術基準規則第 38条 

(原子炉制御室等） 

備考 

設計基準対象施設

は、誤操作を防止

するための措置を

講じたものでなけ

ればならない。 

 

 

２ 原子炉制御室には、反

応度制御系統及び原子炉停

止系統に係る設備を操作す

る装置、非常用炉心冷却設

備その他の非常時に発電用

原子炉の安全を確保するた

めの設備を操作する装置、

発電用原子炉及び一次冷却

系統に係る主要な機械又は

器具の動作状態を表示する

装置、主要計測装置の計測

結果を表示する装置その他

の発電用原子炉を安全に運

転するための主要な装置

(第四十七条第一項に規定

する装置を含む。）を集中

し、かつ、誤操作すること

なく適切に運転操作するこ

とができるよう施設しなけ

ればならない。 

変更なし 

２ 安全施設は、

容易に操作するこ

とができるもので

なければならな

い。 

－ 

追加要求事

項 
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1.2 適合のための基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 設置許可基準規則第10 条第1 項に対する基本方針 

設計基準対象施設は，プラントの安全上重要な機能に支障

をきたすおそれがある機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付け等の識別管理や人間工学的な操作性も考慮した監視

操作エリア・設備の配置，中央監視操作の盤面配置，理解し

やすい表示方法とするとともに施錠管理を行い，運転員等の

誤操作を防止する設計とする。 

また，保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設

計とする。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時

間までは，運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が

確保される設計とする。 

また，原子炉設置変更許可申請（平成 25 年 9 月 27 日申

請）に係る設計基準対象追加設備の誤操作防止について，別

紙 3 に示す。 

 

1.2.2 設置許可基準規則第 10 条第 2 項に対する基本方針 

安全施設は，想定される地震や外部電源喪失等の環境条件

下においても，運転員が，中央制御室及び中央制御室以外の

操作場所において，容易に操作することができる設計とす

る。 

1.2 追加要求事項に対する適合性（手順等含む） 

(1) 位置，構造及び設備 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ｉ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造

に加え，以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

(e) 誤操作の防止 

 

設計基準対象施設は，プラントの安全上重要な機能に支障

をきたすおそれがある機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付け等の識別管理や人間工学的な操作性も考慮した監視

操作エリア・設備の配置，中央監視操作の盤面配置，理解し

やすい表示方法とするとともに施錠管理を行い，運転員の誤

操作を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，中央制御室は耐震性を有する原子炉建屋付属棟内に

設置し，放射線防護措置（遮蔽及び換気空調設備の閉回路循

環運転の実施），火災防護措置（感知・消火設備の設置），照

明用電源の確保措置を講じ，環境条件を想定しても，運転員

が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するた

めの設備を容易に操作することができる設計とするととも

に，現場操作についても同様な環境条件を想定しても，設備

を容易に操作することができる設計とする。 

1.2 適合のための基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 設置許可基準規則第 10条第 1項に対する基本方針 

設計基準対象施設は，プラントの安全上重要な機能に支障

をきたすおそれがある機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付けなどの識別管理や人間工学的な操作性も考慮した監

視操作エリア・設備の配置，中央監視操作の盤面配置，理解

しやすい表示方法とするとともに施錠管理を行い，運転員等

の誤操作を防止する設計とする。 

また，保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設

計とする。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時

間までは，運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が

確保される設計とする。 

また，原子炉設置変更許可申請（平成 25 年 12 月 25 日申

請）に係る設計基準対象追加設備の誤操作防止について，別

紙 3に示す。 

 

1.2.2 設置許可基準規則第 10条第２項に対する基本方針 

安全施設は，想定される地震や外部電源喪失等の環境条

件下においても，運転員が，中央制御室及び中央制御室以

外の操作場所において，容易に操作することができる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，本項

では設置許可基準規則

に対する基本方針のみ

の記載とし，追加要求

事項への適合性の詳細

説明については，「2.追

加要求事項に対する適

合方針」以降に記載し

ている 
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(2) 安全設計方針

1.1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1.10 誤操作の防止 

(1) 設計方針

設計基準対象施設は，設計，製作，建設及び試験検査を通じ

て，信頼性の高いものとし，運転員の誤操作等による異常状態

に対しては，警報により，運転員が措置し得るようにするとと

もに，もし，これらの修正動作が取られない場合にも，発電用

原子炉の固有の安全性及び安全保護回路の動作により，過渡変

化を収束させる設計とする。 

設計基準対象施設は，運転員の誤操作を防止する設計とす

る。 

安全施設は，操作が必要となる埋由となった事象が有意な可

能性をもって同時にもたらされる環境条件及び施設で有意な

可能性をもって同時にもたらされる環境条件下においても，運

転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応する

ための設備を中央制御室及び中央制御室以外の操作場所にお

いて，容易に操作することができる設計とする。 

(2) 手順等

誤操作防止に関して，以下の内容を含む手順を定め，適切に

管理を行う。 

ａ．現場手動弁の銘板取り付け及び保守・点検作業に係る識別

管理方法を定めるとともに，弁・機器の施錠管理方法を定

め運用する。 

ｂ．中央制御室換気系の閉回路循環運転に関する運転手順につ

いては「1.7.7 火山防護に関する基本方針」及び「1.7.9 外

部火災防護に東海第二_事業者ヒアリング_第 1276回_H30

年 9月 18日 10 条－4関する基本方針」に示す。 

ｃ．防火・防災管理業務及び初期消火活動のための体制及び運

用方法等については「10.5 火災防護設備」に示す。 

ｄ．地震発生時は，操作を中止し身体及びプラントの安全確保

に努めるよう社内規程類に定め運用する。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，本項

では設置許可基準規則

に対する基本方針のみ

の記載とし，追加要求

事項への適合性の詳細

説明については，「2.追

加要求事項に対する適

合方針」以降に記載し

ている 
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 (3) 適合性説明 

（誤操作の防止） 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

運転員の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等の操

作性に留意するとともに，状態表示及び警報表示により発電用

原子炉施設の状態が正確，かつ迅速に把握できる設計とする。

また，保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設計と

する。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時間

までは，運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保

される設計とする。 

さらに，その他の安全施設の操作などについても，プラント

の安全上重要な機能を損なうおそれがある機器・弁やプラント

外部の環境に影響を与えるおそれのある現場弁等に対して，色

分けや銘板取り付けによる識別管理を行うとともに，施錠管理

により誤操作を防止する設計とする。 

 

第２項について 

発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の対応操作に必要な各種指示の確認，発電用原子炉を安全に停

止するために必要な安全保護回路及び工学的安全施設関係の

操作盤は，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

また，中央制御室の制御盤は，盤面器具（指示計，記録計，

操作器具，表示装置，警報表示）を系統ごとにグループ化して

主制御盤に集約し，操作器具の統一化（色，形状，大きさ等の

視覚的要素での識別），並びに，操作器具の操作方法に統一性

を持たせることで，通常運転，運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故時において運転員の誤操作を防止するとともに，容

易に操作ができる設計とする。 

  

第十条 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を

講じたものでなければならない。 

２ 安全施設は、容易に操作することができるものでなければ

ならない。 
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 中央制御室以外における操作が必要な安全施設について，プ

ラントの安全上重要な機能に支障をきたすおそれがある機

器・弁等に対して，色分けや銘板取り付けなどの識別管理や視

認性の向上を行い，運転員の操作を容易にする設計とする。 

 

当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性を

もって同時にもたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で

有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件（地震，内

部火災，内部溢水，外部電源喪失並びにばい煙，有毒ガス，降

下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定しても，運

転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応する

ための設備を中央制御室において容易に操作することができ

る設計とするとともに，現場操作についても運転時の異常な過

渡変化及び設計基準事故時に操作が必要な箇所は環境条件を

想定し，適切な対応を行うことにより容易に操作することがで

きる設計とする。 

 

想定される環境条件とその措置は次のとおり。 

（地震） 

中央制御室及び制御盤は，耐震Ｓクラスの原子炉建屋付属棟

内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要となる機能が

喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固定することに

より，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計と

する。さらに，制御盤に手摺を設置するとともに天井照明設備

には落下防止措置を講じることにより，地震発生時における運

転員の安全確保及び制御盤上の操作器具への誤接触を防止で

きる設計とする。 

現場操作については，操作対象設備が耐震Ｓクラスの原子炉

建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟内に設置されており，基準

地震動による地震力に対して機能喪失しない設計とする。 

 

（内部火災） 

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置する

とともに，常駐する運転員によって火災感知器及び火災報知設

備による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合の運

転員の対応を社内規程類に定め，運転員による速やかな消火を 
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行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設

計とする。 

また，中央制御室床下コンクリートピット内にハロゲン化物

自動消火設備（局所）を設置するとともに，火災が発生した場

合には高感度煙感知器や中央制御室の火災感知器により感知

し，運転員による速やかな消火を行うことで，運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とする。 

現場操作が必要となる対象設備は，「1.5.1 設計基準対象施

設の火災防護に関する基本方針」による設計とすることで，火

災発生防止，火災感知及び消火並びに火災の影響軽減の措置を

講じ，容易に操作できる設計とする。 

（内部溢水） 

中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とする。

また，火災が発生したとしても，運転員が火災状況を確認し，

粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行うことで，

消火水による溢水により運転操作に影響を与えず容易に操作

ができる設計とする。 

現場操作が必要となる対象設備は，「1.6 溢水防護に関する

基本方針」による設計とすることで，溢水が発生した場合にお

いても安全機能を損なわず，容易に操作できる設計とする。 

（外部電源喪失） 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，竜巻・

風（台風），積雪，落雷，外部火災（森林火災）及び降下火砕

物に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用ディーゼル発電

機が起動することにより，操作に必要な照明用電源を確保し，

容易に操作ができる設計とする。 

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必

要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間

においても操作できるように，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照

明を設置することにより，容易に操作ができる設計とする。 

現場操作が必要となる対象設備は，「10.11 安全避難通路等」

による設計とすることで必要な照明を確保し，容易に操作でき

る設計とする。 
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 （ばい煙等による操作雰囲気の悪化） 

外部火災により発生するばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に

よる中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては，中央制御室

換気系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉止し，閉回路循環運転

を行うことで外気を遮断することから，運転操作に影響を与え

ず容易に操作ができる設計とする。 

建屋内の現場操作に対しては，外気取り入れ運転を行ってい

る建屋換気系の外気取り入れ口にフィルタを設置しているた

め，運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計とする。ま

た，建屋換気系を停止することにより外気取り入れを遮断し，

運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計とする。 

 

（凍結による操作環境への影響） 

中央制御室の換気系により環境温度が維持されることで，運

転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

建屋内の現場操作に対しては，建屋換気系により環境温度が

維持されるため，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる

設計とする。 

 

1.3 気象等 

該当なし 

 

1.4 設備等（手順等含む） 

6.10 制御室 

6.10.1 通常運転時等 

6.10.1.2 設計方針 

(1) 発電用原子炉施設の主要な計測及び制御装置は，中央制御

室に配置し，集中的に監視及び制御が行えるようにする。ま

た，制御盤は誤操作，誤判断を防止でき，かつ，操作が容易

に行えるように人間工学的な観点からの考慮を行う設計と

する。また，中央制御室にて同時にもたらされる環境条件（地

震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失，ばい煙や有毒ガス，

降下火砕物による操作雰囲気の悪化及び凍結）を想定しても

安全施設を容易に操作することができる設計とする。 
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 6.10.1.4 主要設備 

6.10.1.4.1 中央制御室 

中央制御室は，原子炉建屋付属棟内に設置し，原子炉冷却系

統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障が発生した場合に，

従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう，これに

連絡する通路及び出入りするための区域を多重化する。また，

中央制御室内にとどまり必要な操作，措置を行う運転員が過度

の被ばくを受けないよう施設し，運転員の勤務形態を考慮し，

事故後 30 日間において，運転員が中央制御室に入り，とどま

っても，中央制御室遮蔽を透過する放射線による線量，中央制

御室に侵入した外気による線量及び入退域時の線量が，中央制

御室換気系等の機能とあいまって，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に示される

100mSv を下回るように遮蔽を設ける。換気系統は他と独立し

て設け，事故時には外気との連絡口を遮断し，高性能粒子フィ

ルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室換気系フ

ィルタユニットを通る閉回路循環運転とし運転員その他従事

者を過度の被ばくから防護する設計とする。外部との遮断が長

期にわたり，室内の雰囲気が悪くなった場合には，外気を中央

制御室換気系フィルタユニットで浄化しながら取り入れるこ

とも可能な設計とする。また，室内の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度が活動に支障のない範囲であることを把握できるよう，酸

素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する。 

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のあると想定され

る自然現象等や発電所構内の状況を把握するため遠隔操作及

び暗視機能等を持った監視カメラを設置し，中央制御室で監視

できる設計とする。 

中央制御室は，当該操作が必要となる理由となった事象が有

意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び発電用

原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境

条件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失，ばい煙及び

有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪化並びに凍結）を

想定しても，適切な措置を講じることにより運転員が運転時の

異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容

易に操作ができるものとする。 
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 中央制御室で想定される環境条件とその措置は次のとおり。 

 

（地震） 

中央制御室及び制御盤は，耐震性を有する原子炉建屋付属棟

内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要となる機能が

喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固定することに

より，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計と

する。さらに，主制御盤に手摺を設置するとともに天井照明設

備には落下防止措置を講じることにより，地震発生時における

運転員の安全確保及び制御盤上の操作器への誤接触を防止で

きる設計とする。 

 

（内部火災） 

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置する

とともに，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火

災感知を可能とし，火災が発生した場合の運転員の対応を社内

規程に定め，運転員による速やかな消火を行うことで運転操作

に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また，中央制

御室床下コンクリートピットに火災感知器及び手動操作によ

り早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設

置することにより，火災が発生した場合に運転員による速やか

な消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作がで

きる設計とする。 

 

（内部溢水） 

中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とする。

また，火災が発生したとしても，運転員が火災状況を確認し，

粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行うため，溢

水源とならないことから，消火水による溢水により運転操作に

影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

 

（外部電源喪失） 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，風（台

風），竜巻，積雪，落雷，外部火災及び降下火砕物に伴い外部

電源が喪失した場合には，非常用ディーゼル発電機が起動する

ことにより，操作に必要な照明用電源を確保し，運転操作に影 
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響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

また，直流非常灯により中央制御室における運転操作に必要

な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

（ばい煙等による中央制御室内雰囲気の悪化） 

外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降

下火砕物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては，

手動で中央制御室換気系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉止

し，閉回路循環運転を行うことで外気を遮断することにより，

運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

（凍結による操作環境への影響） 

中央制御室の換気系により環境温度が維持されることで，運

転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 
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2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 現場操作が必要となる操作の抽出 

安全施設のうち，中央制御室での操作のみならず，中央制御

室以外の設計基準対象施設の現場操作を抽出し，現場操作場所

を特定する。 

具体的には，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に

必要な操作（事象発生から冷温停止まで）のうち，事象の拡大

防止，あるいは，事象を収束させるために必要な操作を抽出す

る。また，新規制基準適合性に係る審査において必要な現場操

作についても，安全施設が安全機能を損なわないために必要な

操作を抽出する。 

抽出結果は以下のとおり。 

・中央制御室における操作

・残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの使用における現場

操作 

・溢水防護対策における現場操作

・全交流動力電源喪失時における現場操作

・中央制御室外原子炉停止装置における操作

詳細な抽出の考え方，抽出結果，安全施設の設置場所，及び，

当該場所までのアクセスルートを別紙 1 に示す。 

2.2 環境条件の抽出 

前節で抽出した現場操作が必要となる起因事象，及び起因事

象と同時にもたらされる環境条件について，抽出する。 

現場操作が必要となる起因事象として，地震，津波，設置許

可基準規則第 6 条に示す設計基準事象，内部火災，内部溢水，

運転時の異常な過渡変化，設計基準事故を想定する。 

これらの起因事象と同時にもたらされる環境条件について，

中央制御室における環境条件を第 2.2-1 表に，中央制御室以外

の場所における環境条件を第 2.2-2 表に示す。 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 現場操作が必要となる操作の抽出 

安全施設のうち，中央制御室での操作のみならず，中央制御

室以外の設計基準対象施設の現場操作を抽出し，現場操作場所

を特定する。 

  具体的には，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故（以

下「設計基準事故等」という。）時に必要な操作（事象発生か

ら冷温停止まで）のうち，事象の拡大防止，あるいは，事象を

収束させるために必要な操作を抽出する。また，新規制基準適

合性に係る審査において必要な現場操作についても，安全施設

が安全機能を損なわないために必要な操作を抽出する。 

  抽出結果は以下のとおり。 

・中央制御室における操作

・原子炉保護系母線停止操作

・使用済燃料プール冷却・注水機能復旧操作

・全交流動力電源喪失時の負荷切り離し操作

・中央制御室外原子炉停止操作

詳細な抽出の考え方，抽出結果，安全施設の設置場所及び当

該場所までのアクセスルートを別紙 1に示す。 

2.2 環境条件の抽出 

  前節で抽出した現場操作が必要となる起因事象及び起因事

象と同時にもたらされる環境条件について，抽出する。 

  現場操作が必要となる起因事象として，地震，津波，設置許

可基準規則第 6条に示す設計基準事象，内部火災，内部溢水，

設計基準事故等を想定する。 

  これらの起因事象と同時にもたらされる環境条件について，

中央制御室における環境条件を第 2.2－1 表に，中央制御室以

外の場所における環境条件を第 2.2－2表に示す。 

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 現場操作が必要となる操作の抽出 

安全施設のうち，中央制御室での操作のみならず，中央制御

室以外の設計基準対象施設の現場操作を抽出し，現場操作場所

を特定する。 

具体的には，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に

必要な操作（事象発生から冷温停止まで）のうち，事象の拡大

防止，あるいは，事象を収束させるために必要な操作を抽出す

る。また，新規制基準適合性に係る審査において必要な現場操

作についても，安全施設が安全機能を損なわないために必要な

操作を抽出する。 

抽出結果は以下のとおり。 

・中央制御室における操作

・火災防護対策における現場操作

・溢水防護対策における現場操作

・全交流動力電源喪失時における現場操作

・中央制御室外原子炉停止装置における操作

詳細な抽出の考え方，抽出結果，安全施設の設置場所及び当

該場所までのアクセスルートを別紙１に示す。 

2.2 環境条件の抽出 

前節で抽出した現場操作が必要となる起因事象及び起因事

象と同時にもたらされる環境条件について，抽出する。 

現場操作が必要となる起因事象として，地震，津波，設置許

可基準規則第６条に示す設計基準事象，内部火災，内部溢水，

運転時の異常な過渡変化，設計基準事故を想定する。 

これらの起因事象と同時にもたらされる環境条件について，

中央制御室における環境条件を第 2.2－1 表に，中央制御室以

外の場所における環境条件を第 2.2－2表に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る現場操作の相違（抽

出の考え方は別紙１の

とおり同様であり，第

2.2-2 表のとおり操作

性の確保に必要な対応

も同様に図っている） 
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第 2.2-1 表(1) 中央制御室に同時にもたらされる 

環境条件への対応 

第 2.2－1表 中央制御室に同時にもたらされる 

環境条件への対応（1／2） 

第 2.2－1表 中央制御室に同時にもたらされる 

環境条件への対応 

起因

事象 

同時にもたら

される中央制

御室の環境条

件 

中央制御室での操作性(操作の容易

性）を確保するための設計方針 

内部

火災

(地震

起因

含む) 

火災による中

央制御室内設

備の機能喪失 

中央制御室にて火災が発生しても速

やかに消火できるよう，「運転員が火

災状況を確認し，二酸化炭素消火器に

て初期消火を行う」ことを社内規程類

で定めることとし，中央制御室の機能

を維持する。（詳細については，設置

許可基準規則第８条「火災による損傷

の防止」に関する適合状況説明資料を

参照） 

内部

溢水

(地震

起因

含む) 

溢水による中

央制御室内設

備の機能喪失 

中央制御室には溢水源がない設計と

する。 

火災が発生したとしても，「運転員が

火災状況を確認し，二酸化炭素消火器

にて初期消火を行う」ことを社内規程

類に定めることとし，消火水による溢

水の影響がない設計とする。 

蒸気配管破断が発生した場合も，漏え

いした蒸気の影響がない設計とする。

（詳細については，設置許可基準規則

第９条「溢水による損傷の防止等」に

関する適合状況説明資料を参照） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は中央制

御室に二酸化炭素消火

器を配備している 

【東海第二】 

 想定する起因事象

の相違 
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第 2.2-1 表(2) 中央制御室に同時にもたらされる 

環境条件への対応 

 
 

第 2.2－1表 中央制御室に同時にもたらされる 

環境条件への対応（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起因

事象 

同時にもたら

される中央制

御室の環境条

件 

中央制御室での操作性(操作の容易
性）を確保するための設計方針 

地震 
余震 

地震発生時の対応として「運転員は地
震が発生した場合，制御盤から離れて
操作器具への誤接触を防止するとと
もに，制御盤の手摺にて身体の安全確
保に努める」ことを社内規程類に定め
る。 

外部電源喪失

（全交流動力

電 源 喪 失 含

む） 

外部電源喪失時においても，中央制御
室の照明は，ディーゼル発電機から給
電され※１，蓄電池からの給電により点
灯する直流非常灯も備え，機能が喪失
しない設計とする。（詳細については，
設置許可基準規則第11条「安全避難通
路等」に関する適合状況説明資料を参
照） 
※１ ディーゼル発電機は各自然現

象に対して健全性が確保され
る設計とする。 

地震：設計基準地震動に対して，耐震
Ｓクラス設計とする。 

竜巻：設計基準の竜巻風速による複合
荷重（風圧力による荷重，気圧
差による荷重，飛来物による衝
撃荷重）に対して，外殻その他
による防護で健全性を確保す
る。 

風（台風）：設計基準の風速による風
圧に対して，外殻その他
による防護で健全性を確
保する。 

積雪：設計基準の積雪による堆積荷重
に対して，外殻その他による防
護で健全性を確保する。 

落雷：設計基準の雷撃電流値に対し
て，避雷針や保安器等による防
護で健全性を確保する。 

森林火災：防火帯の内側に設置するこ
とにより延焼を防止し，熱
影響に対して健全性を確
保する。また，ばい煙に対
してもフィルタにより健
全性を確保する。 

火山：設計基準の火山灰の堆積荷重に
対して，外殻その他による防護
で健全性を確保する。また，給
気系はフィルタ交換等により
閉塞せず健全性を確保する。 

竜

巻・風

(台風) 

積雪 

落雷 

外部

火災

(森林

火災) 

火山 
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起因

事象 

同時にもたら

される中央制

御室の環境条

件 

中央制御室での操作性(操作の容易

性）を確保するための設計方針 

外部

火災

(森林

火災) 

ばい煙や有毒

ガスの発生に

よる中央制御

室内環境への

影響 

中央制御室換気系について，給気隔離

弁及び排気隔離弁を閉止し，系統隔離

運転を行うことで外気を遮断するこ

とから，中央制御室内環境への影響は

ない。 

（詳細については，設置許可基準規則

第６条「外部からの衝撃による損傷の

防止（外部火災）」，設置許可基準規則

第６条「外部からの衝撃による損傷の

防止（火山）」に関する適合状況説明

資料を参照） 

火山 

降下火砕物に

よる中央制御

室内環境への

影響 

凍結 

凍結による中

央制御室内環

境への影響 

中央制御室換気系により環境温度が

維持されるため，中央制御室内環境へ

の影響はない。 

（詳細については，設置許可基準規則

第６条「外部からの衝撃による損傷の

防止（凍結）」に関する適合状況説明

資料を参照） 

降水 影響なし ― 

地滑り 影響なし ― 

生物学

的事象 
影響なし ― 

有毒ガ

ス 
影響なし ― 

船舶の

衝突 
影響なし ― 

電磁的

障害 
影響なし ― 

津波 影響なし ― 
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第 2.2-2 表 中央制御室以外に同時にもたらされる 

環境条件への対応 

※１ 中央制御室以外の確認結果は，別紙 1 参照

第 2.2－2表 中央制御室以外に同時にもたらされる 

環境条件への対応 

※1 中央制御室以外の現場操作の確認結果は，別紙 1参照

第 2.2－2表 中央制御室以外に同時にもたらされる 

環境条件への対応 

起因

事象 

同時にもたら

される中央制

御室以外※１の

環境条件 

中央制御室以外※１での操作性(操作の

容易性）を確保するための設計方針 

内部

火災 

(地震

起因

含む) 

火災による現

場設備の機能

喪失 

現場操作が必要となる状況において，

内部火災の影響はない。当該区画への

アクセスルートは複数あることから

問題ない。 

（詳細については，設置許可基準規則

第８条「火災による損傷の防止」に関

する適合状況説明資料を参照） 

内部

溢水 

(地震

起因

含む) 

溢水による現

場設備の機能

喪失 

現場操作が必要となる状況において，

内部溢水の影響はない。当該区画への

アクセスルートは複数あることから

問題ない。 

（詳細については，設置許可基準規則

第９条「溢水による損傷の防止等」に

関する適合状況説明資料を参照） 

地震 
余震 

地震発生時の対応として「運転員は地

震が発生した場合，操作を中止し安全

確保に努める」ことを社内規程類に定

める。 

外部電源喪失

による照明等

の所内電源の

喪失 

外部電源喪失時においても，現場の照

明は，ディーゼル発電機から給電され

※２，機能が喪失しない設計とする。

（詳細については，設置許可基準規則

第 11 条「安全避難通路等」に関する

適合状況説明資料を参照） 

※２ 各自然現象に対するディーゼ

ル発電機の健全性確保状況について

は，第 2.2‐1表と同様。 

竜

巻・風

(台風) 

積雪 

落雷 

外部

火災 

(森林

火災) 

火山 

・設備の相違

【東海第二】 

 想定する起因事象

の相違 
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起因

事象 

同時にもたら

される中央制

御室以外※１の

環境条件 

中央制御室以外※１での操作性(操作の

容易性）を確保するための設計方針 

外部

火災 

(森林

火災) 

ばい煙や燃焼

ガスの発生に

よる建物内環

境への影響 

外気取入運転を行っている換気空調

設備は，外気取入口にフィルタを設置

しているため，ばい煙や降下火砕物に

よる建物内環境への影響はない。ま

た，空調ファンを停止し，外気取り入

れを遮断することから建物内環境へ

の影響はない。 

（詳細については，設置許可基準規則

第６条「外部からの衝撃による損傷の

防止（外部火災）」，設置許可基準規則

第６条「外部からの衝撃による損傷の

防止（火山）」に関する適合状況説明

資料を参照） 

火山 

降下火砕物に

よる建物内環

境への影響 

凍結 

凍結による建

物内環境への

影響 

換気空調設備により環境温度が維持

されるため，建物内環境への影響はな

い。 

（詳細については，設置許可基準規則

第６条「外部からの衝撃による損傷の

防止（凍結）」に関する適合状況説明

資料を参照） 

降水 影響なし ― 

地滑り 影響なし ― 

生物学

的事象 
影響なし ― 

有毒ガ

ス 
影響なし ― 

船舶の

衝突 
影響なし ― 

電磁的

障害 
影響なし ― 

津波 影響なし ― 

※１ 中央制御室以外の確認結果は，別紙１参照 
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2.3 環境条件下における操作の容易性 

(1) 中央制御室における操作の容易性（環境条件に対する考

慮） 

a. 中央制御室の通常時の環境 

中央制御室は，運転員の居住性，監視操作性等に鑑み，

以下を考慮した設計とする。 

(a) 温湿度 

中央制御室の換気空調設備により，運転操作に適した

室温（21～26℃），湿度（10～60%RH）に調整可能な設

計とする。 

 

(b) 照度 

中央制御室の照明設備については，運転監視業務に加

え，机上業務も考慮してベンチ盤操作部エリアは通常

1,000 ルクスを確保可能な設計とする。 

 

 

 

 

なお，不快なグレア（ディスプレイに照明が映り込む

ことによる見えづらさ）の軽減及び視認性を高めるため

天井にルーバを設置しており，ルーバは地震等で落下を

防止するため，内部で落下防止ワイヤーにて固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 環境条件下における操作の容易性 

(1) 中央制御室における操作の容易性（環境条件に対する考

慮） 

ａ．中央制御室の通常時の環境 

中央制御室は，運転員の居住性，監視操作性等に鑑み，

以下を考慮した設計とする。 

(a) 温度 

中央制御室の換気系により，運転操作に適した室温

（21℃～24℃）に調整可能な設計としている。 

 

 

(b) 照度 

中央制御室の照明設備については，運転監視業務に加

え，机上業務も考慮して運転員常駐箇所は通常 1,000ル

クスを確保可能な設計とする。 

 

 

 

 

なお，不快なグレア（ディスプレイに照明が映り込む

ことによる見えづらさ）の軽減及び視認性を高めるた

め，天井に照明ルーバーを設置しており，照明ルーバー

は地震等での落下を防止するため，落下防止ワイヤーの

設置及び結束バンドによる固定を行う。 

2.3 環境条件下における操作の容易性 

(1) 中央制御室における操作の容易性（環境条件に対する考

慮） 

a. 中央制御室の通常時の環境 

中央制御室は，運転員の居住性，監視操作性等に鑑み，

以下を考慮した設計とする。 

(a) 温湿度 

中央制御室換気系により，運転操作に適した室温（21

～26℃），湿度（50%RH程度）に調整可能な設計とする。 

 

(b) 照度 

中央制御室の照明設備については，運転監視業務に加

え，机上業務も考慮してベンチ盤操作部エリアは通常

700ルクス※を確保可能な設計とする。 

※日本産業規格（JIS Z9110：500ルクス（制御室など

の計器盤及び制御盤などの監視））を下回らない値

として設定 

 

なお，不快なグレア（ディスプレイに照明が映り込む

ことによる見えづらさ）の軽減及び視認性を高めるため

常用照明及び非常用照明については，照明器具にルーバ

等が付属して一体となっており，耐震性を有した照明設

備とすることで地震時における照明設備の落下を防止

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設定湿度の相違だ

が，いずれも運転操作

に適した範囲としてい 

る 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は JIS 

Z9110（照明基準総則）

に基づいて設定 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違はあ

るが，照明設備に耐震

性を持たせることで落

下防止の対策を実施し

ている 
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第 2.3‐1図 中央制御室照明ルーバの落下防止措置 

 

 

第 2.3－1 図 中央制御室照明ルーバー落下防止措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3－1図 中央制御室照明の落下防止措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違はあ

るが，照明設備に耐震

性を持たせるとこで落

下防止の対策を実施し

ている 
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(c) 騒音

運転員間のコミュニケーションが適切に行えるよう

な騒音レベルを維持できる設計（PNC 値で 50 以下の設

計※１）とする。 

※１ 室内の定常的騒音に対する推奨許容値として，発電

所の制御室は PNC 値 50～60（出典：空気調和・衛

生工学便覧）。 

b. 中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に対

する考慮

中央制御室における環境条件に対し，以下のとおり設計

する。 

(a) 火災による中央制御室内設備の機能喪失

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置

するとともに，常駐する運転員によって火災感知器による

早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合の運転員

の対応を社内規定類に定め，運転員による速やかな消火を

行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる

設計とする。 

また，中央制御室床下に火災感知器及び固定式ガス消火

設備を設置することにより，運転操作に影響を与えず容易

に操作ができる設計とする。 

(c) 騒音

運転員間のコミュニケーションが適切に行えるよう

な騒音レベルを維持できる設計（室内騒音条件として

85dB（Ａ）未満※１の設計）とする。 

※1 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく，

管理区分Ⅰ（「作業環境の継続的維持に努める」

としている管理区分）となる基準値 

ｂ．中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に対

する考慮 

中央制御室における環境条件に対し，以下のとおり設

計する。  

(a) 火災による中央制御室内設備の機能喪失

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設

置するとともに，常駐する運転員によって火災感知器及

び火災報知設備による早期の火災感知を可能とし，火災

が発生した場合の運転員の対応を社内規程類に定め，運

転員による速やかな消火を行うことで運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とする。 

(c) 騒音

運転員間のコミュニケーションが適切に行えるよう

な騒音レベルを維持できる設計（60dB(Ａ) 以下の設計

※１）とする。

※１ 室内の定常的騒音に対する推奨許容値とし

て，発電所の制御室は 56～66dB(Ａ)（出典：

空気調和・衛生工学便覧）。 

b. 中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に

対する考慮

中央制御室における環境条件に対し，以下のとおり設

計する。 

(a) 火災による中央制御室内設備の機能喪失

中央制御室に二酸化炭素消火器を設置するとともに，

常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災

感知を可能とし，火災が発生した場合の運転員の対応を

社内規程類に定め，運転員による速やかな消火を行うこ

とで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計

とする。 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は騒音基

準を 60dB(A)以下とし

ており柏崎 6/7 の PNC 

値 50 以下と同等な設

計としている 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，空気

調和・衛生工学便覧を

基に推奨許容値を設定 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は中央制

御室に二酸化炭素消火

器を配備している  

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はフリー

アクセス床構造ではな

いため 
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 (b) 地震 

中央制御室及び制御盤は，耐震性を有するコントロール

建屋内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要とな

る機能が喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固

定することにより，地震発生時においても運転操作に影響

を与えない設計とする。さらに，制御盤に手摺を設置する

とともに天井照明設備には落下防止措置を講じることに

より，地震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上

の操作器への誤接触を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

第 2.3‐2図 中央制御室における消火器および手摺の状況 

 

(c) 外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，

竜巻，風（台風），積雪，落雷，外部火災，降下火砕物

に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用ディーゼル

発電機が起動することにより，操作に必要な照明用電源

を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

中央制御室の照明設備については，非常用照明とし，

外部電源が喪失しても照明(ベンチ盤操作部エリア：

1,000 ルクス)を確保する設計とする。 

 

 

なお，シミュレータ訓練において，直流非常灯のみの状

態で運転操作が可能なことを確認している。 

 

(b) 地震 

中央制御室及び制御盤は，耐震Ｓクラスの原子炉建屋付

属棟内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要とな

る機能が喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固

定することにより，地震発生時においても運転操作に影響

を与えない設計とする。さらに，制御盤に手摺を設置する

とともに天井照明設備には落下防止措置を講じることに

より，地震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上

の操作器具への誤接触を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

第 2.3－2 図 中央制御室の火災防護措置 

 

(c) 外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失 

     中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，

竜巻・風（台風），積雪，落雷，外部火災（森林火災）

及び火山に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用デ

ィーゼル発電機からの給電により，操作に必要な照明用

電源を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

     中央制御室の照明設備については，非常用照明とし，

外部電源が喪失しても照明（制御盤デスク部：300ルク

ス以上）を確保する設計とする。 

 

 

     また，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明のほか，中央

制御室には可搬型照明を配備し，操作が必要な盤面や計

器等を照らすことで運転操作を可能とする。 

(b) 地震 

中央制御室及び制御盤は，耐震性を有する制御室建物

に設置し，基準地震動による地震力に対し必要となる機

能が喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固定

することにより，地震発生時においても運転操作に影響

を与えない設計とする。さらに，制御盤に手摺を設置す

るとともに天井照明設備は耐震性を有した設備とする

ことにより，地震発生時における運転員の安全確保及び

制御盤上の操作器具への誤接触を防止できる設計とす

る。 

 

第 2.3－2図 中央制御室における消火器及び手摺の設置状況 

 

(c) 外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，

竜巻，風（台風），積雪，落雷，外部火災，降下火砕

物に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用ディー

ゼル発電機が起動することにより，操作に必要な照明

用電源を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

中央制御室の照明設備については，外部電源が喪失

しても照明（ベンチ盤操作部エリア：700ルクス）を確

保する設計とする。 

 

なお，シミュレータ訓練において，直流非常灯のみの状態

で運転操作が可能なことを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違はあ

るが，照明設備に耐震

性を持たせるとこで落

下防止の対策を実施し

ている 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室の違いに

よる設備設置状況の相

違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は

JIS-Z9110：500ルクス

（制御室などの計器盤

及び制御盤などの監

視））を下回らない値と

して設定 

21r1





 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(d) ばい煙や有毒ガスの発生による中央制御室内環境へ

の影響 

外部火災により発生するばい煙や有毒ガス並びに降下

火砕物よる中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては，

中央制御室換気空調系の外気取入ダンパを閉止し，再循環

運転を行うことで外気を遮断することから，運転操作に影

響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

 

・中央制御室換気空調系について，通常時は，通常時外気

取入れ隔離ダンパ，給気処理装置，送風機及び排風機に

より中央制御室の換気を行う。外気及び再循環空気は，

給気処理装置を介して送風機により中央制御室に供給

し，排風機により建屋外に直接排気する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3‐5図 通常時の空調設備 

 

・事故時は，通常時外気取入れ隔離ダンパ及び排気隔離ダ

ンパを閉操作することで，外気から隔離し，中央制御室

内空気を給気処理装置に通して再循環する設計とする。 

 

この時，再循環空気の一部を再循環フィルタ装置により

浄化することで，運転員を放射線被ばくから防護する設

計とする。外気取入れ時には，非常時外気取入れ隔離ダ

ンパを開操作することで，外気を浄化して中央制御室内

に取入れることが可能な設計とする 

   (d) ばい煙等の発生による中央制御室内環境への影響 

 

     ばい煙及び有毒ガス並びに降下火砕物による中央制

御室内の操作環境の悪化に対しては，手動で中央制御室

換気系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉止し，閉回路循

環運転を行うことで外気を遮断することから，運転操作

に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

 

    ・中央制御室換気系について，通常運転時は給気隔離弁，

空気調和機ファン及び排気用ファンにより中央制御

室の換気を行う。外気及び再循環空気は，空気調和機

ファンにより中央制御室に供給し，排気用ファンによ

り中央制御室外に直接排気する設計とする。 

 

 

第 2.3－4図 中央制御室換気系の概要図（通常運転時） 

 

・事故時は，給気隔離弁及び排気隔離弁を閉操作すること

で，外気から隔離し，室内空気を空気調和機に通して再

循環する設計とする。 

 

この時，再循環空気の一部をフィルタユニットにより浄

化することで，運転員を放射線被ばくから防護する設計

とする。外気取り入れ時には，給気隔離弁を開操作する

ことで，外気を浄化して中央制御室内に取り入れること

が可能な設計とする。 

(d) ばい煙や有毒ガスの発生による中央制御室内環境へ

の影響 

外部火災により発生するばい煙や有毒ガス並びに降

下火砕物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対

しては，中央制御室換気系の給気隔離弁及び排気隔離弁

を閉止し，系統隔離環運転を行うことで外気を遮断する

ことから，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる

設計とする。 

・中央制御室換気系について，通常時は，中央制御室外

気処理装置，中央制御室給気隔離弁，中央制御室空気

調和装置，再循環用ファン，排気ファン及び中央制御

室排気隔離弁により中央制御室の換気を行う。外気及

び再循環空気は，中央制御室空気調和装置を介して再

循環用ファンにより中央制御室に供給し，排気ファン

により建物外に直接排気する設計とする。 

 

第 2.3－5図 通常時の中央制御室換気系 

 

・事故時は，中央制御室給気隔離弁及び中央制御室排気隔

離弁を閉操作することで，外気から隔離し，室内空気を

中央制御室空気調和装置に通して再循環する設計とす

る。 

この時，再循環空気の一部を非常用チャコール・フィル

タ・ユニットにより浄化することで，運転員を放射線被

ばくから防護する設計とする。外気取り入れ時には，中

央制御室給気隔離弁を開操作することで，外気を浄化し

て中央制御室内に取り入れることが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室換気系の

設備構成の相違 
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第2.3-6 図 事故時の空調設備 

・外部火災によるばい煙や有毒ガス，降下火砕物に対して

は，手動で通常時外気取入れ隔離ダンパ，非常時外気取

入れ隔離ダンパ及び排気隔離ダンパを閉操作し，再循環

運転へ切り替えることで外気を遮断する設計とする。

中央制御室換気空調系仕様 

送風機   台数：2 台 容量：100,000m3/h/台 

排風機   台数：2 台  容量：5,000m3/h/台 

給気処理装置   台数：2 台 

再循環送風機   台数：2 台 容量：8,000m3/h/台 

再循環フィルタ装置 台数：1 台（HEPA フィルタ，活性炭

フィルタ）

HEPA フィルタ：粒子状物質除去効率 99%以上 

活性炭フィルタ：よう素除去効率 91%以上 

第 2.3－5図 中央制御室換気系の概要図（閉回路循環運転時） 

・ばい煙及び有毒ガス並びに降下火砕物に対しては，手動

で給気隔離弁及び排気隔離弁を閉操作し，閉回路循環運

転へ切り替えることで外気を遮断する設計とする。

中央制御室換気系仕様 

空気調和機ファン   台数：2台 容量：約 42,500m３／

h（1台当たり） 

排気用ファン   台数：1台 容量：約 3,400m３／h

（1台当たり） 

フィルタ系ファン  台数：2台 容量：約 5,100m３／h

（1台当たり） 

フィルタユニット   基数：2基 

  高性能粒子フィルタ  粒子除去効率：99.97％以上 

  チャコールフィルタ  よう素除去効率：97％以上 

第 2.3－6図 事故時の中央制御室換気系 

・外部火災によるばい煙や有毒ガス，降下火砕物に対して

は，手動で中央制御室給気隔離弁及び中央制御室排気隔

離弁を閉操作し，系統隔離運転へ切り替えることで外気

を遮断する設計とする。

中央制御室換気系仕様 

中央制御室外気処理装置  基数：１基 

再循環用ファン   台数：２台 容量：120,000m3/h/台 

排気ファン   台数：２台 容量：21,000m3/h/台 

中央制御室空気調和装置   基数：２基 

チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

  台数：２台 容量：32,000m3/h/台 

非常用チャコール・フィルタ・ユニット   基数：１基 

よう素除去効率 95％以上（相対湿度 70％以下，

温度 30℃以下） 

  粒子除去効率  99.9％以上（0.5μm粒子） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
 中央制御室換気系

の設備構成の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
 中央制御室換気系の

設備構成の相違
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(e) 内部溢水による中央制御室内環境への影響

中央制御室には，溢水源となる機器を設けない設計とす

る。また，火災が発生したとしても，運転員が火災状況を

確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を

行うことで，消火水による溢水により運転操作に影響を与

えず容易に操作ができる設計とする。 

(f) 低温による中央制御室内環境への影響

中央制御室の換気空調設備により環境温度が維持され

ることで，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設

計とする。 

(e) 内部溢水による中央制御室内環境への影響

中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計

とする。また，火災が発生したとしても，運転員が火災

状況を確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初

期消火を行うことで，消火水による溢水により運転操作

に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

(f) 凍結による中央制御室内環境への影響

中央制御室の換気系により環境温度が維持されるこ

とで，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計

とする。 

(e) 内部溢水による中央制御室内環境への影響

中央制御室には，溢水源となる機器を設けない設計

とする。また，火災が発生したとしても，運転員が火

災状況を確認し，二酸化炭素消火器にて初期消火を行

うことで，消火水の放水による溢水により運転操作に

影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

(f) 凍結による中央制御室内環境への影響

中央制御室換気系により環境温度が維持されること

で，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計

とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は中央制

御室に二酸化炭素消火

器を配備している 
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(2) 中央制御室以外における操作の容易性（環境条件に対する

考慮）

a. 設計基準事象において求められる現場操作

(a) 残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの使用における

現場操作 

残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードを使用する際

においては，下記の現場操作が必要となる。 

・火災によって非常用電源機能が喪失した場合，当該非常

用電源機能と異なる区分の停止時冷却外側隔離弁が遠

隔操作できない状況が発生するため，現場（原子炉建屋

1階）で手動開操作を実施する。 

・残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの通常操作手順に

おいて，インサービスする系統の残留熱除去系最小流量

バイパス弁を中央制御室にて全閉にし，非常用電気品室

（原子炉建屋地下1階）にて電源を切り，中央制御室に

て残留熱除去系ポンプを起動する（別紙1 添付資料1 第

1表 (12)及び第2表 (1)の操作内容参照）。 

(b) 溢水防護対策による現場操作

溢水等の要因により燃料プール冷却浄化系やサプレッ

ションプール浄化系が機能喪失した場合，残留熱除去系に

より使用済燃料プールの給水・冷却機能を維持する必要が

あるが，その際に現場での手動弁の開操作が必要となる。 

第2.3-7 図 残留熱除去系による使用済燃料プール冷却時の系統 

(2) 中央制御室以外における操作の容易性（環境条件に対す

る考慮）

ａ．設計基準事象において求められる現場操作 

(a) 原子炉保護系母線停止操作

 火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状態を維

持し，原子炉をスクラムさせる必要がある場合には，現

場での原子炉保護系母線停止操作が必要となる。 

(b) 使用済燃料プール冷却・注水機能復旧操作

地震時の溢水の要因により燃料プール冷却浄化系の

機能が喪失した際に，残留熱除去系により使用済燃料プ

ールの冷却及び注水機能を維持する必要があり，その際

に現場での手動弁操作が必要となる。 

(2) 中央制御室以外における操作の容易性（環境条件に対す

る考慮） 

a. 設計基準事象において求められる現場操作

(a) 内部火災対策による現場操作

内部火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状態

を維持した状態において，原子炉スクラムを実施させ

る必要がある場合には，現場での電源切操作が必要と

なる。 

(b) 溢水防護対策における現場操作

溢水等の要因により，燃料プール冷却系，燃料プー

ル補給水系が機能喪失した場合，残留熱除去系により

燃料プールの冷却・給水機能を維持する必要があり，

その際に現場での手動弁の開操作が必要となる。 

第 2.3－7図 残留熱除去系による燃料プール冷却時の系統 

設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉はサプレ

ッションプール浄化系

がない 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉はサプレ

ッションプール浄化系

がない 
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第2.3-1 表 現場操作が必要な手動弁 

※１ 常時開運用に変更

また，上記以外において，想定破損発生時の現場での隔離操作も

必要となる。 

第 2.3－1表 燃料プール冷却浄化系機能喪失時の残留熱除去系

への切替操作のための現場操作機器 

第 2.3－1表 現場操作が必要な手動弁 

また，上記以外において，想定破損発生時の現場での

隔離操作も必要となる。 

操

作 
使用する系統 

操作対象機器 
設置区画 

機器番号 機器名称 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却

残留熱除去系

(A) 

V222-10 
RHR・FPC系入口第 1止め

弁 

R-M2F-03N

R-M2F-04N

R-M2F-05N

V222-11A A-FPC系入口第 2止め弁 R-B2F-02N

V222-12A 
A-RHR・FPC系戻り第 1止

め弁 
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第 2止め

弁 
R-2F-10N

残留熱除去系

(B) 

V222-10 
RHR・FPC系入口第 1止め

弁 

R-M2F-03N

R-M2F-04N

R-M2F-05N

V222-11B B-FPC系入口第 2止め弁 R-B2F-15N

V222-12B 
B-RHR・FPC系戻り第 1止

め弁 
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第 2止め

弁 
R-2F-10N

燃
料
プ
ー
ル
給
水

残留熱除去系

(A) 

V222-12A 
A-RHR・FPC系戻り第 1止

め弁 
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第 2止め

弁 
R-2F-10N

残留熱除去系

(B) 

V222-12B 
B-RHR・FPC系戻り第 1止

め弁 
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第 2止め

弁 
R-2F-10N

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 
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(c) 全交流動力電源喪失時の現場操作

全交流動力電源喪失時で，非常用ディーゼル発電機又は

外部電源復旧が不可能な場合は，以下の現場操作を実施す

る。 

① 非常用ディーゼル発電機の起動失敗確認。

②交流電源喪失時の計測制御用電源盤室（コントロール建

屋地下1階）における負荷抑制操作。なお，重大事故等時

の対応として，以下の現場操作を必要とする。

・他号炉の非常用ディーゼル発電機からの受電準備のため，

非常用電気品室と常用電気品室での遮断器インターロッ

ク除外操作，非常用電気品室と計測制御用電源盤室にお

ける負荷抑制操作。 

・常設代替交流電源設備からの受電準備のため，非常用電

気品室と計測制御用電源盤室における負荷抑制操作と常

設代替交流電源設備からの受電操作。 

(d) 中央制御室外原子炉停止装置による発電用原子炉の安全

停止操作 

中央制御室外原子炉停止室  の制御盤

の操作器にて，スクラム状態の発電用原子炉を低温状態に

移行させる操作を実施する。 

(c) 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し操作

全交流動力電源喪失時で，非常用ディーゼル発電機又は

外部電源復旧が不可能な場合に，重大事故等に対処するた

めに必要な電力を常設代替交流電源設備から供給するた

め，受電準備の現場操作として不要な負荷の切り離し操作

が必要となる。 

(d) 中央制御室外原子炉停止操作

火災その他の異常な事態により中央制御室内での操作が

困難な場合，中央制御室外原子炉停止装置において，原子

炉スクラム後の高温状態から冷温状態に移行させる操作が

必要となる。 

なお，中央制御室から避難する必要がある場合，かつ，

時間的余裕がある場合は，中央制御室を出る前に原子炉ス

クラム操作を実施する。スクラム操作が不可能な場合は，

中央制御室外において原子炉保護系論理回路の電源を遮断

すること等により行うことができる設計とする。 

(c) 全交流動力電源喪失時における現場操作

全交流動力電源喪失時に，非常用ディーゼル発電機又は

外部電源復旧が不可能な場合は，以下の現場操作を実施す

る。 

① 非常用ディーゼル発電機の起動失敗確認。

② 交流電源喪失時のＡ－計装用電気室（廃棄物処理

建物１階）における負荷切り離し操作。

(d) 中央制御室外原子炉停止装置における操作

中央制御室内での操作が火災等の何らかの要因により困

難な場合，中央制御室外原子炉停止制御盤室において，原

子炉スクラム後の高温停止状態から冷温停止状態に移行さ

せる操作が必要となる。 

なお，中央制御室から避難する必要がある場合，中央制

御室を出る前に原子炉スクラム操作を実施するが，スクラ

ム操作が不可能な場合は，中央制御室外において原子炉保

護系の電源を遮断すること等により行うことができる設計

とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 単独号炉申請のため

記載なし 

・記載内容の相違

【柏崎 6/7】 

 重大事故等時の対応

については，ＳＡ条文側

で記載すると整理して

いる 
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b. 中央制御室以外の環境に影響を与える可能性のある事象

に対する考慮

(a) 残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの使用における現

場操作 

①火災によって非常用電源機能が喪失した場合，原子炉停

止時冷却モードは，運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故時の収束後の冷温停止に使用するため，機能要求

まで時間的猶予がある。よって消火活動後にアクセスに

必要な環境を確保する。 

② 原子炉停止時冷却モードが必要な状況下において，弁

手動操作場所の線量率は1mSv/hを下回り，弁操作時の

被ばく線量は緊急時作業に係る線量限度100mSvに照ら

しても十分小さく，操作可能である。また，原子炉停

止時冷却モードは，①に記載のとおり機能要求まで時

間的猶予があることから，運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故時に起因する原子炉建屋への水蒸気漏

えいや熱影響があったとしても，非常用ガス処理系の

効果等によりそれらの影響が緩和し，人がアクセス可

能な環境とすることにより，弁操作に必要な環境を確

保する。 

弁の手動開操作時は，操作用ハンドル機構及び弁開度表

示を当該弁に設置することにより，操作性及び操作が実

施されたことの現場確認が容易に実施可能な設計とす

る。また，当該弁の電源切操作についても，当該モータ・

コントロール・センタで電源切状態を確認できることに

より，操作が実施されたことの確認は現場にて容易に可

能な設計とする。 

(b) 溢水防護対策による現場操作

溢水事象発生後の環境条件（水位，温度，線量，化学薬

品，照明，感電，漂流物）の観点から評価し，アクセス性

を確保し，操作可能な設計とする。 

現場弁等を操作する際に使用する工具については，各種

弁の仕様や構造に応じた適正な工具を中央制御室近傍，及

び管理区域内に配備し，現場弁の操作が容易に実施可能と

する。 

ｂ．中央制御室以外の環境に影響を与える可能性のある事象に

対する考慮 

(a) 原子炉保護系母線停止操作

火災による原子炉保護系論理回路の励磁状態維持を想

定するため，想定火災としては原子炉保護系継電器盤を

発火箇所とする。 

 それに対し，操作場所である原子炉建屋付属棟１階（電

気室）は，発火箇所である中央制御室と位置的分散がな

されており，想定される環境条件においてもアクセス性

に影響はなく，操作可能である。 

 現場において操作を行う盤に付設された機器名称・機

器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されて

いる機器名称・機器番号を照合し，操作対象であること

を確認してから操作を行うことで，誤操作防止を図る。

また，本操作を行う制御盤に設置されている計器を確認

することにより，操作が実施されたことの確認も容易で

ある。 

(b) 使用済燃料プール冷却・注水機能復旧操作

溢水事象発生時に想定される環境条件（水位，温度，

線量，化学薬品，照明，感電，漂流物）の観点から評価

し，アクセス性に影響はなく，操作可能である。 

 現場弁等を操作する際に使用する工具については，現

場弁等の仕様や構造に応じた適正な工具を中央制御室内

及び廃棄物処理操作室近傍に配備し，操作が容易に実施

可能である。 

b. 中央制御室以外の環境に影響を与える可能性のある事象

に対する考慮

(a) 内部火災対策における現場操作

火災による原子炉保護系論理回路の励磁状態維持を想

定するため，想定火災としては原子炉制御盤，原子炉保

護継電器盤を発火箇所とする。 

それに対し，操作場所であるＡ，Ｂ－計装用電気室 は，

発火箇所である中央制御室と位置的に分散され，アクセ

ス性を確保し，操作可能な設計とする。

現場において操作を行う盤に付設された機器名称・機

器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されて

いる機器名称・機器番号を照合し，操作対象であること

を確認してから操作を行うことで，誤操作防止を図る。

また，電源切操作を行う原子炉保護系ＭＧ盤は,当該盤で

電源切状態を確認できることにより，操作が実施された

ことの確認は現場にて容易に可能な設計とする。 

(b) 溢水防護対策における現場操作

溢水事象発生後の環境条件（没水，被水，温度（蒸気），

線量，薬品，照明，感電，漂流物）の観点から評価し，ア

クセス性を確保し，操作可能な設計とする。

現場弁等を操作する際に使用する工具については，各種

弁の仕様や構造に応じた適正な工具を中央制御室近傍及び

管理区域内に配備し，現場弁の操作が容易に実施可能とす

る。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違。 

 島根２号炉は，原子炉

制御盤又は原子炉保護

継電器盤の１箇所での

火災により，原子炉保護

系の論理回路が励磁状

態を維持した状態とな

り，原子炉スクラムに至

らない状況を想定して

いる 
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(c) 全交流動力電源喪失時の現場操作

全交流動力電源喪失時から重大事故等時に対処するため

に必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの

間においても操作できるように，非常用系の蓄電池から受

電する直流非常灯若しくは蓄電池内蔵型照明を設置してお

り，更に現場作業を行う運転員はヘッドライトと懐中電灯

を持って移動することで，アクセス性を確保し，操作可能

な設計とする。 

全交流動力電源喪失時に負荷抑制操作を実施する際は，

当該配線用遮断器で電源切状態を確認できることにより，

操作が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な設計

とする。 

(d) 中央制御室外原子炉停止装置による発電用原子炉の安全

停止操作 

中央制御室が火災等の何らかの要因で被害を受けた場

合，中央制御室外原子炉停止操作室は中央制御室とは位置

的に分散し，アクセス性を確保し，操作可能な設計とする。 

中央制御室外原子炉停止操作室の制御盤は，発電用原子

炉を冷温停止させるために必要な系統のポンプや弁の操作

器，監視計器等から構成されており，使用する手順書を確

認しながら操作を行うことで，誤操作を防止する。系統ご

とに関連する監視計器，状態表示を極力近接配置すること

により，操作が実施されたことの確認も容易である。 

(c) 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し操作

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために

必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまで

の間においても操作できるように，蓄電池内蔵型照明を設

置することにより，アクセス性に影響はなく，操作可能で

ある。 

また，可搬型照明を配備していることから，必要により

使用することが可能である。 

全交流動力電源喪失時に負荷切り離し操作を実施する際

は，当該電源盤で電源切状態を確認できることにより，操

作が実施されたことの確認も容易である。 

なお，負荷切り離し操作を行う盤に付設された機器名

称・機器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載さ

れている機器名称・機器番号を照合し，操作対象であるこ

とを確認してから操作を行うことで，誤操作防止を図る。 

(d) 中央制御室外原子炉停止操作

火災その他の異常な事態により中央制御室内での操作が

困難な場合においても，中央制御室外原子炉停止装置は中

央制御室から離れた場所に設置し位置的に分散されている

ため，想定される環境条件においてもアクセス性に影響は

なく，操作可能である。 

現場にて操作を行う制御盤に付設された機器名称・機器

番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されている

機器名称・機器番号を照合し，操作対象であることを確認

してから操作を行うことで，誤操作防止を図る。また，本

操作を行う制御盤に設置されている計器を確認することに

より，操作が実施されたことの確認も容易である。 

(c) 全交流動力電源喪失時における現場操作

全交流動力電源喪失時から重大事故等時に対処するため

に必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの

間においても操作できるように，非常用系の蓄電池から受

電する直流非常灯もしくは蓄電池内蔵型照明を設置してお

り，更に現場作業を行う運転員はヘッドライトまたは懐中

電灯を持って移動することで，アクセス性を確保し，操作

可能な設計とする。 

全交流動力電源喪失時に負荷切り離し操作を実施する際

は，当該配線用遮断器で電源切状態を確認できることによ

り，操作が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な

設計とする。 

(d) 中央制御室外原子炉停止装置における操作

中央制御室が火災等の何らかの要因で被害を受けた場

合，中央制御室外原子炉停止制御盤室は中央制御室とは位

置的に分散され，アクセス性を確保し，操作可能な設計と

する。 

中央制御室外原子炉停止制御盤室の制御盤は，原子炉を

安全に停止させるために必要な系統のポンプや弁の操作器

具，監視計器等から構成しており，使用する手順書を確認

しながら操作を行うことで，誤操作を防止する。系統ごと

に関連する監視計器，状態表示を極力近接配置することに

より，操作が実施されたことの確認も容易な設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】

 島根２号炉は，直流非

常灯を設置している
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2.4 誤操作防止対策 

2.4.1 中央制御室の誤操作防止対策 

発電用原子炉（以下「原子炉」という。）の運転時の異常な

過渡変化及び設計基準事故の対応操作に必要な各種指示の確

認並びに原子炉を安全に停止するために必要な安全保護系及

び工学的安全施設関係の操作盤は，中央制御室から操作が可能

な設計とする。 

また中央制御室の制御盤は，表示装置（CRT＊１及びフラッ

トディスプレイ（以下「FD＊２」という。））及び操作器を系

統ごとにグループ化して主盤又は大型表示盤に集約し，操作方

法に統一性を持たせ，大型表示盤により運転員同士の情報共有

及びプラント設備全体の情報把握を行うことで，通常運転，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において運転員の

誤操作を防止するとともに，容易に操作ができる設計とする。 

＊１ CRT（Cathode Ray Tube）：プラントの監視（常用系の一

部はソフトスイッチにより操作可） 

＊２ FD（Flat Display）：プラントの監視及びソフトスイッ

チによる操作 

 

 

(1) 視認性 

a. 表示装置の盤面配置 

  表示装置は，主盤に設置したCRT 及びFD に集約する。また，   

プラント全体の重要な情報は大型表示盤に表示し，運転員同士

の情報共有及びプラント設備全体の情報把握が可能な設計と

する。主盤及び大型表示盤は，左側から安全系，原子炉系，タ

ービン・所内電源系の順で配置し，それぞれの表示装置を集約

して配列する。大型表示盤は，複数の運転員による監視ができ

るよう，安全上重要なパラメータ，警報を表示できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

2.4 誤操作防止対策 

2.4.1 中央制御室の誤操作防止対策 

  発電用原子炉の設計基準事故等の対応操作に必要な各種指

示の確認及び発電用原子炉を安全に停止するために必要な安

全保護回路並びに工学的安全施設関係の操作盤は，中央制御室

から操作が可能な設計とする。 

 

  また，中央制御室の制御盤は，盤面器具（指示計，記録計，

操作器具，表示装置，警報表示）を系統ごとにグループ化して

主制御盤に集約し，操作方法に統一性を持たせ，運転員の動線

や運転員間のコミュニケーションを考慮した配置とすること

により，情報共有及びプラント設備全体の情報把握を行うこと

で，通常運転，設計基準事故等時において運転員の誤操作を防

止するとともに，容易に操作ができる設計とする。 

  なお，運転開始以降に発生した，スリーマイルアイランド事

故等から得られた運転員の誤操作防止に関する知見を反映し

ており，重要な指示計及び記録計の識別表示，警報の重要度に

応じた色分け，ディスプレイの設置，操作器具の識別等を行っ

ている。 

 

(1) 視認性 

ａ．中央制御室制御盤の配置 

 (a) 中央制御室制御盤は，主制御盤及び補助制御盤から構成

されており，プラントの起動，停止及び通常運転時の監

視・操作が必要なものに加え，監視・操作頻度が高いもの，

また，プラントの異常時にプラントを安全に保つために必

要なものについては，主制御盤に配置する。主制御盤は，

左側から安全系，原子炉系，タービン・所内電源系の順で

配置し，それぞれの盤面器具を集約して配列する。上記以

外で中央制御室に配置することで運転上のメリットが高

いものについては，補助制御盤に配置する。 

 

 

 

 

2.4 誤操作防止対策 

2.4.1 中央制御室の誤操作防止対策 

発電用原子炉（以下「原子炉」という。）の運転時の異常な

過渡変化及び設計基準事故の対応操作に必要な各種指示の確

認並びに原子炉を安全に停止するために必要な安全保護回路

及び工学的安全施設関係の操作盤は，中央制御室から操作が可

能な設計とする。 

また，中央制御室の制御盤は，ハード計器及び操作器具を系

統毎にグループ化して配置し，操作方法に統一性を持たせ，主

制御盤により運転員同士の情報共有及びプラント設備全体の

情報把握を行うことで，通常運転，運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故時において運転員の誤操作を防止するととも

に，容易に操作ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 視認性 

a. 表示装置及び操作器具の盤面配置 

表示装置は，主制御盤に設置したハード計器及びディスプレ

イに集約する。プラント全体の重要な情報は主制御盤に表示

し，運転員相互の情報共有及びプラント設備全体の情報把握が

可能な設計とする。主制御盤は，左側から安全系，原子炉系，

タービン・所内電源系の順で配置し，それぞれの表示装置を集

約して配列する。主制御盤は，複数の運転員による監視ができ

るよう，安全上重要なパラメータ，警報を表示できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラントの違いによ

る設備の相違だが，い

ずれも誤操作防止又は

操作の容易性を考慮し

た設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る設備の相違だが，い

ずれも誤操作防止又は

操作の容易性を考慮し

た設計 
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第2.4.1-1 図 制御盤の配置 第 2.4.1－1図 中央制御室の制御盤配置 

(b) 主制御盤は，集中して運転操作及び監視が可能であり，

運転員の動線やコミュニケーションを考慮した配置とな

っている。 

第 2.4.1－2図 主制御盤の配置及び運転員の動線 

第 2.4.1－1図 制御盤の配置 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室の違いに

よる制御盤配置の相違

だが，いずれも誤操作

防止又は操作の容易性

を考慮した設計 

・設備の相違

【東海第二】 

 プラントの違いによ

る主制御盤の配置の相

違 
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 (c) 非常用炉心冷却系制御盤については，制御盤自体で系統

区分を行い配置している。 

 
第 2.4.1－3図 非常用炉心冷却系制御盤の盤面配列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常運転時及び事故時の操作性を考慮し，重要度の高い非

常用炉心冷却系等は系統区分に従ったグループにまとめて

配置している。 

第 2.4.1－2図 盤面器具配列 

 

 

 

 

盤面器具の配列は可能な限り，以下の方針に従って配列し

ている。 

・警報，状態表示灯は，中央制御室の監視・操作エリアか

ら監視できるよう配置している。操作頻度の高い操作器

具及び緊急時に操作を必要とする操作器具は，容易に手

の届く範囲に配置している。 

・操作に関連する指示計，記録計及び表示装置は，操作を行

う位置から監視できるよう配置している。 

 

第 2.4.1－3図 制御盤の盤面器具配列 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラントの違いによ

る盤面器具配置の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る盤面器具配置の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 制御盤の盤面器具配

列の相違（東海第二は

（1）b.(a) に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る盤面器具配置の相違

（東海第二は（1）b.(a) 

に記載） 
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CRT 及びFD のパラメータ表示画面の重要なパラメータにつ

いては，枠線を赤色にすることで容易に識別可能な設計とす

る。 

第2.4.1-2 図 パラメータ表示画面（CRT） 

第2.4.1-3 図 パラメータ表示画面（FD） 

(f） 設計基準事故等において運転員がプラントの状態をより的

確に判断できるように原子炉圧力，水位等重要な指示計及

び記録計について識別表示（色，形状，位置）を行ってい

る。

第 2.4.1－6図 重要指示計等の識別表示（例） 

原子炉水位等の重要な指示計，記録計については，識別表示を

行い，容易に識別可能な設計とする。 

第 2.4.1－7図 指示計・記録計の識別表示例 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る盤面器具の相違だ

が，いずれも誤操作防

止又は操作の容易性を

考慮した設計 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る識別表示の相違だ

が，いずれも誤操作防

止又は操作の容易性を

考慮した設計 

指示計，記録計のコーディング(色分け） 

a.事故時監視計器 ：赤 

b.一般監視計器  ：色無 
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■系統レベル

警報の種別に応じて3 色（赤／橙／緑）による識別を行う。 

① 重故障（機能喪失又は機能低下を伴う異常）：赤

② 軽故障（二重化システムの片系故障等，重故障に至ら

ない異常）：橙

状態表示（手動バイパス等，通常と異なる状態に関する表

示）：緑 

第2.4.1-5 図 系統別一括警報（系統レベル） 

■個別警報

個別警報は，各系統の機器レベルの異常を把握できるよう，

異常の内容をCRT 又はFD の画面に表示する。 

第2.4.1-6 図 個別警報（CRT 画面の例） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 プラントの違いによ

る警報の盤面器具の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 プラントの違いによ

る警報の盤面器具の相

違 
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■大型スクリーン部 

通常運転時に警報が発生又は発生から復帰した場合，個別メ

ッセージ警報画面をヒット表示することで，運転員同士が警報

の発生状況を共有可能な設計とする。 

 

第2.4.1-7 図 大型スクリーン部 

ｂ．盤面器具の配列 

 (a) 運転員の操作に関連する指示計，記録計，表示装置は，

操作を行う位置から監視が可能である。また，操作頻度の高い

操作器具については操作性を考慮し，盤面デスク部に配置して

いる。 

 

第 2.4.1－9図 制御盤の盤面配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転員に通常運転時や異常発生時の原子炉施設のプラ

ント情報を提供するため，ディスプレイを設置している。

ディスプレイにより，系統の状態やパラメータの指示及

びトレンドを監視できる設計とする。 

 

第 2.4.1－9図 ディスプレイの配列 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は

2.4.1(1)a. 表示装置

及び操作器具の盤面配

置 に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラントの違いによ

る盤面器具の相違だ

が，いずれも誤操作防

止又は操作の容易性を

考慮した設計 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 東海第二は， 

2.4.1(1)a. (g)に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る盤面器具の相違 
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b. 操作器の盤面配置

中央制御室の操作器は，緊急性の高い操作，頻度の高い操作等

は，ハードスイッチとし，その他の操作はソフトスイッチを適用

し，運転員が容易に操作可能なよう操作器を分担して配置してい

る。 

主盤及び大型表示盤は，表示装置と同様に左側から安全系，原

子炉系，タービン・所内電源系の順で配置し，系統ごとに関連す

るハードスイッチ，CRT，FD 等の盤面器具は極力近接配置する。 

＊実際には保護カバーがしてある。 

第2.4.1-8 図 ハードスイッチ（例） 

第2.4.1-9 図 ソフトスイッチの表示（例） 

中央制御室の操作器具は，基本的にはハードスイッチ

で構成されているが，一部の操作はソフトスイッチを適

用し，運転員が容易に操作可能なよう操作器具を配置し

ている。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は一部ソ

フトスイッチを採用し

ている設備があるが，

操作の容易性を考慮し

た設計としている 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，主要

な操作を行う制御盤

（ベンチ盤）にはソフ

トスイッチを使用して

いないため記載なし 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，主要

な操作を行う制御盤

（ベンチ盤）にはソフ

トスイッチを使用して

いないため記載なし 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，主要

な操作を行う制御盤

（ベンチ盤）にはソフ

トスイッチを使用して

いないため記載なし 
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また，盤面に設置されている多重化された機器の操作器及び表

示装置は，向かって左から右，又は上から下の方向に従い，統一

した配置とする。 

 

 

 

第2.4.1-10 図 盤面操作器の配列（例） 

 

 

 

 

(b)  関連の深い指示計，記録計，表示装置及び操作器具は近

接配置としている。 

 

 

第 2.4.1－10 図 指示計等の近接配置（例） 

 

 

(c)  中央制御室制御盤に設置されている同種の指示計及び

操作器具は向かって左又は上からＡ，Ｂ，Ｃの順に配列し

ている。 

なお，一部の現場制御盤で機器配置と操作器具の配列が

異なることによる誤認識を防止するため，機器配置に合わせ

て配列している。 

 

 

第 2.4.1－11 図 同種指示計等の配列（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は

2.4.1(1)a. 表示装置

及び操作器具の盤面配

置 に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は

2.4.1(1)a. 表示装置

及び操作器具の盤面配

置 に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，第

2.4.1‐6図に記載 
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(2) 操作性

運転員の判断負担の軽減化あるいは誤操作防止対策とし

て，形状，操作方法等の視覚的要素での識別を可能とするた

めの盤面器具のコード化，並びに，CRT 及びFD の操作に統

一性を持たせた設計とする。中央制御室の制御盤は，運転員

2 名でプラント全体の情報を監視し機器を操作する設計と

する。 

a. CRT 及びFD

ソフトスイッチを使用した基本的なFD の操作は，画面横に

設置されたハードスイッチで操作モードを選択し，画面上で操

作機器とその操作方向を選択し，その上で操作指令を画面横に

設置されたハードスイッチ又はキースイッチにより実行され

る。ソフトスイッチの操作については，以下の項目を考慮した

設計としている。 

・操作選択が可能な機器については，機器シンボルの右上に枠

（□マーク）を表示する。

・操作機器の選択及び操作方向を受け付けたことを識別するた

め，選択した操作機器及び入力した操作方向を示す枠につい

て，色あるいは太さを変更して表示する。 

・タッチ領域には，大きさ及び間隔を確保する。

・運転員にタッチしている場所を画面上にマーキング表示する

ことで認識させ，指をタッチ対象に移動し，タッチオフで受

け付ける方式とする（タッチ操作の命中率を向上させる設計

とする）。 

・機器シンボルの選択により画面下方に表示される操作器の操

作方向の選択画面数は混乱を避けるため１つとしている。 

なお，FD 画面の操作は，操作者及び手順書を用いた操作確

認者の二人操作を行うことで誤操作を防止する。ポンプ等の

起動操作前には，系統構成をFD 画面上で確認し，起動操作

を実施する。また，ポンプ等の起動後には当該機器の状態表

示と関連パラメータ（流量・圧力等）を確認し，操作が実行

されたことを確認する。 

(2) 操作性

運転員の判断負担の軽減化あるいは誤操作防止対策として，

視覚的要素での識別を可能とするための操作器具の大きさや

形状等の統一，並びに，操作方法等も一貫性を持たせた設計と

する。また，中央制御室の制御盤は，運転員 2 名でプラント全

体の情報を監視し，機器を操作する設計とする。 

(2) 操作性

運転員の負荷軽減化あるいは誤操作防止対策として，盤面器

具に視覚的要素での識別を行っている。 

a. ソフトスイッチ

ソフトスイッチを使用した基本的な操作は，画面横に設置

されたキースイッチで機器モードを選択し，画面上で操作を

行う。ソフトスイッチの操作については，以下の項目を考慮

した設計としている。 

・タッチ領域は枠を表示することにより，その領域がタ

ッチ領域であることを区別して表示する。 

・タッチ領域には，大きさ及び間隔を確保する。

・運転員にタッチしている場所を画面上にマーキング表

示することで認識させ，指をタッチ対象に移動し，タ

タッチオフで受け付ける方式とする（タッチ操作の命

中率を向上させる設計とする）。 

なお，設定値変更時は，キースイッチを“ＯＰ”位

置から“ＴＥＳＴ－ＣＡＬ”位置にする必要があり，

キーの引き抜きは“ＯＰ”位置でのみ可能としている。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る設備の相違だが，い

ずれも誤操作防止又は

操作の容易性を考慮し

た設計 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は緊急性

の低い操作等について

は，一部ソフトスイッ

チを採用している設備

があり，設備の相違に

よる操作方法の相違
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③ 操作器は形状のコード化方法や操作方法に統一性を持た

せている。（その用途・目的に応じて色，形状を統一させ

ることにより，誤判断防止を図る。） 

●ハンドル形状：ピストル形（ポンプ，調整弁等），キー

付ピストル形（原子炉イッチ），菊形（電

圧切換，作動除外等），卵形（電圧調整

等），つまみ形（弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4.1-13 図 操作器の識別例 

 

       ・操作器具の操作方法は，運転員の慣習に基づく動作・

方向感覚に合致させている。（例：操作器具は右が「入

（開）」，左が「切（閉）」） 

    ・操作器具は，大きさ，形状等，操作性を考慮して選定

し，操作器具の色，形状，操作方法は一貫性を持ち，

用途に応じて統一性を持たせた設計とする。また，安

全上の重要な操作器具はほかの操作器具と色分けに

よる識別が可能な設計とする。 

 

 

第 2.4.1－13図 操作器具の識別（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4.1－11図 操作器具の識別例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る操作器具の相違だ

が，いずれも誤操作防

止又は操作の容易性を

考慮した設計 
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2.4.2 中央制御室以外の誤操作防止対策 

中央制御室以外の場所における運転員等の誤操作を防止す

るため，原子炉施設の安全上重要な機能を損なうおそれのある

機器の盤及び手動弁の施錠管理，人身安全・プラント外部の環

境に影響を与えるおそれのある手動弁の施錠管理，現場盤及び

計装ラックの識別管理，配管の色分けによる識別管理を行う設

計とする。 

また，この対策により現場操作の容易性も確保する。 

 

(1) 施錠管理 

誤操作により，原子炉停止による出力降下，原子炉圧力容

器への注水等の安全機能の喪失，放射性物質の系外放出に至

る可能性がある手動弁等について施錠管理を行う。また，弁

以外にも誤操作防止等の観点から電源盤，一部の制御盤等に

ついても施錠管理を行う。 

上記設備は，施錠を解除しないと操作できないようにする

ことで，誤操作防止を図る。 

 

 

第 2.4.2-1 図 施錠管理（例） 

2.4.2 中央制御室以外の誤操作防止対策 

  中央制御室以外の場所における運転員等の誤操作を防止す

るため，発電用原子炉施設の安全上重要な機能を損なうおそれ

のある機器の盤及び手動弁の施錠管理，人身安全・外部環境に

影響を与えるおそれのある手動弁の施錠管理，現場盤及び計装

ラックの識別管理，配管の色分けによる識別管理を行う設計と

する。 

  また，この対策により現場操作の容易性も確保する。 

 

(1) 施錠管理 

   発電用原子炉施設の安全上重要な機能に障害をきたすお

それのある機器の盤及び手動弁の施錠管理，人身安全・外部

環境に影響を与えるおそれのある手動弁の開閉状態表示及

び施錠管理を行う。また，重要な計装ラックには，防護フェ

ンスを設置し，施錠管理を行う。 

 

 

 

 

 

第 2.4.2－1図 施錠管理（例） 

 

 

 

2.4.2 中央制御室以外の誤操作防止対策 

中央制御室以外の場所における運転員等の誤操作を防止す

るため，原子炉施設の安全上重要な機能を損なうおそれのある

機器の盤及び手動弁の施錠管理，人身安全・プラント外部の環

境に影響を与えるおそれのある手動弁の施錠管理，現場盤及び

計装ラックの識別管理，配管の色分けによる識別管理を行う設

計とする。 

また，この対策により現場操作の容易性も確保する。 

 

(1) 施錠管理 

誤操作によりプラントの安全上重要な機能に支障をきた

す可能性のある機器や弁等に対して施錠管理を行う。 

上記設備は，施錠を解除しないと操作できないようにする

ことで，誤操作防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4.2－1図 現場機器の施錠管理例 
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(3) 操作補助掲示

開度調整時の補助（目安）として，試運転時の実績等を使

用手順書，操作タグ，現場表示銘板へ記載することにより，

弁操作時における開度調整の視認性を向上させる。 

なお，開度調整が必要な弁（流量，圧力，温度調整弁）に

ついては，開度調整後に当該操作場所付近でパラメータ（流

量，圧力，温度）確認を行い，その弁が適切な開度に調整さ

れていることを確認する。 

第 2.4.2-4 図 弁開度表示（例） 

また，過去の不適合事例のノウハウを現場に標示し，注意

喚起することで機器破損（誤操作）を防止する。 

第 2.4.2-5 図 過去のノウハウ現場注意喚起（例） 

(4) 可搬照明・工具の配備

非常時に運転操作上必要な場所及びそこに至る通路・階段等

には非常用電源から給電する恒設照明を設置するとともに，懐

中電灯等の可搬照明を中央制御室に配備する。 

また，現場弁等を操作する際に使用する工具については，各

種弁の仕様や構造に応じた適正な工具を中央制御室運転員工

具置場（非管理区域用），現場工具置場（管理区域用）及び定 

(3) 注意喚起表示

開度調整時の補助（目安）として，運転手順書に記載され

ている開度を注意喚起表示銘板へ記載することにより，弁操

作時における開度調整の視認性を向上させる。 

なお，開度調整が必要な弁（流量調整弁，圧力調整弁，温

度調整弁）については，開度調整後にパラメータ（流量，圧

力，温度）確認を行い，その弁が適切な開度に調整されてい

ることを確認する。 

 また，通常とは異なる操作が必要な機器等に対しては，注 

意喚起表示を現場に掲示し，機器破損（誤操作）を防止する。 

第 2.4.2－4図 注意喚起表示による識別（例） 

(4) 工具等・可搬型照明の配備

現場弁の操作については，各種弁の仕様や構造に応じた適

正な工具を運転員が常駐している中央制御室内（管理区域

外），及び現場操作の起点としている廃棄物処理操作室近傍

（管理区域内）に運転操作に必要な数を配備する。操作の対

象が高所にある場合には，近傍に配備した移動式架台を使用

することにより，容易に操作が可能である。なお，移動式架 

(3) 操作補助掲示

開度調整時の補助（目安）として，試運転時の実績等を

使用手順書，操作タグ，現場表示銘板へ記載することによ

り，弁操作時における開度調整の視認性を向上させる。 

なお，開度調整が必要な弁（流量，圧力，温度調整弁）

については，開度調整後に関連するパラメータ（流量，圧

力，温度）確認を行い，その弁が適切な開度に調整されて

いることを確認する。 

第 2.4.2－5図 弁開度表示例 

(4) 工具・可搬型照明の配備

現場機器及びこれらのアクセスルートには，非常用電源

から給電される照明を設置している。また，中央制御室に

は可搬型照明を配備しており，必要に応じてこれらを使用

できるようにしている。 

現場操作の頻度が多い各種弁の操作について，各種弁の

仕様や構造に応じた適正な工具を中央制御室近傍及び現場 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る運用の相違だが，誤

操作防止を考慮してい

る 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る運用の相違だが，誤

操作防止を考慮してい

る 
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第 2.4.2-11 図 現場弁や排水升の配置（例） 

 

 

第 2.4.2－9図 現場弁やファンネルの配置例 
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2.4.3 その他の誤操作防止 

(1) 制御盤の保守点検 

保守点検する場合は，以下の考慮を行うことにより誤操

作，誤判断を防止する設計とする。 

① 対象盤の銘板，対象操作器の機器名称・機器番号が記載

された銘板により識別できるようにする。 

②  6 号及び7 号炉はツインユニットであり，中央制御室の

制御盤（裏盤）は号炉の取り違えによる誤操作を防止す

るため，制御盤の色分けにより識別できるようにする。 

 

③ 保守点検時にバイパスする場合には，どの系統をバイパ

スしたか分かるように，系統別一括警報（系統レベル）に

表示し警報を出力する（第2.4.1-5 図 系統別一括警報（系

統レベル） 参照）。 

 

第 2.4.3-1 図 制御盤の銘板管理（安全保護系盤の例） 

 
第 2.4.3-2 図 制御盤（裏盤）の色別管理 

2.4.3 その他の誤操作防止対策 

 

 

2.4.3 その他の誤操作防止 

 (1) 制御盤の保守点検 

   

 

対象盤の銘板，対象操作器具の機器名称・機器番号が記載

された銘板により識別できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2.4.3－1図 制御盤の銘板管理例 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は保守点

検時の誤操作防止対策

を実施している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント違いによる

制御盤識別の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント違いによる

警報の盤面器具の相違 
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(2) タグ札による識別 

機器の点検等の作業を実施する場合，安全処置内容を明記

した『操作禁止タグ札』を処置した箇所に取り付け，機器の

状態を識別することで当該機器の誤操作防止を図る。また，

『操作禁止タグ札』は，操作内容毎の色の識別や号炉識別が

されており，操作内容や号炉間違いによる誤操作防止を図っ

ている。 

上記『操作禁止タグ札』に加え，不具合機器の点検作業着

手までの一時的な隔離，休止設備の状態表示等，作業以外の

目的で，機器の状態を通常と異なる状態にする場合，

『Caution タグ札』を取り付けることで，当該機器の誤操作

防止を図る。 

第 2.4.3-3 図 操作禁止タグ札 

 
 

第 2.4.3-4 図 Cautionタグ札 

 

a. 中央制御室における『操作禁止タグ札』の運用について 

中央制御室でのFD 画面操作による安全処置を実施する

場合については，FD 画面で『操作禁止タグ札』に記載さ

れている安全処置を実施後に，『操作禁止タグ札』を当該

機器の専用のラックへ収納する。 

(1) 操作禁止札による識別 

   機器の点検等の作業を実施する場合，安全処置事項を明記

した「操作禁止札」を処置した箇所に取り付け，機器の状態

を識別することで当該機器の誤操作防止を図る。 

 

 

 

 

 

第 2.4.3－1図 操作禁止札による識別（例） 

 

(2) 操作禁止タグによる識別 

点検，補修等の対象設備及び関連する設備について，操

作を禁止するものには「操作禁止タグ」を取り付け，誤操

作を防止している。 

 

 

 

 

 

 

第 2.4.3－2図 操作禁止タグ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 『操作禁止タグ』の運用について 

中央制御室又は現場において安全処置を実施する場合

は，操作禁止タグと対象機器を照合し，停電隔離操作を行

った後操作禁止タグを取り付ける。 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は単独号

炉申請のため，号炉識

別について記載してい

ない 

 タグ運用の相違だ

が，いずれも誤操作防

止又は操作の容易性を

考慮した設計 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 タグ運用の相違だ

が，いずれも誤操作防

止又は操作の容易性を

考慮した設計 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室の設備構 

成の違いによるタグ運

用の相違だが，いずれ

も誤操作防止又は操作

の容易性を考慮した設

計 
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第 2.4.3-5 図 中央制御室におけるタグ札運用 

b. 現場における『操作禁止タグ札』の運用例について

現場操作においても中央制御室の操作同様に，『操作禁

止タグ札』に記載されている安全処置を実施後に，当該機

器へ直接『操作禁止タグ札』を取り付ける。 

第 2.4.3-6 図 現場におけるタグ札運用 

(3) 定期検査時の識別

6 号及び7 号炉はツインユニットであり，中央制御室や現

場にプラント状態を表示することで，識別を行う。 

第 2.4.3－3図 中央制御室におけるタグ運用 

第 2.4.3－4図 現場におけるタグ運用 

(3) 定期検査時の識別

定期検査中において，中央制御室では各系統の状態を表

示し，系統の「運転中」，「停止中」，「作業中」等を識

別している。 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室の設備構

成の違いによるタグ運

用の相違だが，いずれ

も誤操作防止又は操作

の容易性を考慮した設

計 

・記載箇所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，2.4.3 

a.『操作禁止タグ』の

運用についてに記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は他号炉

とツインユニットでは

ないことによる運用の

相違 
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添付資料1 

第1 表 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却 

に対する主要操作の整理（1/3） 

 

※必要に応じて確認する現場エリアについては，事故時の操作で

起動した機器の設置箇所を抽出している。機器の動作確認につい

ては，中央制御室の計器にて確認が可能であり，操作は発生しな

いことから対象外とした。 

 

 

 

 

添付資料1 

第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（1／12） 

 

 

 

 

添付資料1 

第１表 設計基準事故（運転時の異常な過渡変化を含む）時 

にプラント冷温停止までに実施する主要操作の確認結果 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る中央制御室での操作

要否の差であるが，必

要な現場操作抽出の考

え方としては同様 
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第1表 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却 

に対する主要操作の整理（2/3） 

※必要に応じて確認する現場エリアについては，事故時の操作で

起動した機器の設置箇所を抽出している。機器の動作確認につい

ては，中央制御室の計器にて確認が可能であり，操作は発生しな

いことから対象外とした。 

第 1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（2／12） 
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第1表 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却 

に対する主要操作の整理（3/3） 

 

※必要に応じて確認する現場エリアについては，事故時の操作で

起動した機器の設置箇所を抽出している。機器の動作確認につい

ては，中央制御室の計器にて確認が可能であり，操作は発生しな

いことから対象外とした。 

 

第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（3／12） 
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第2表 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する 

主要操作の整理（1/2） 

 

 

※必要に応じて確認する現場エリアについては，事故時の操作で

起動した機器の設置箇所を抽出している。機器の動作確認につい

ては，中央制御室の計器にて確認が可能であり，操作は発生しな

いことから対象外とした。 

 

 

 

 

 

第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（4／12） 
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第2表 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する 

主要操作の整理（2/2） 

 

※必要に応じて確認する現場エリアについては，事故時の操作で

起動した機器の設置箇所を抽出している。機器の動作確認につい

ては，中央制御室の計器にて確認が可能であり，操作は発生しな

いことから対象外とした。 

 

第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（5／12） 
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第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（6／12） 
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 第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（7／12） 
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 第 1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（8／12） 
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 第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（9／12） 
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 第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（10／12） 
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 第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（11／12） 
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 第1表 設計基準事故等対応時の現場操作の抽出結果（12／12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6666



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 2 

第１表 新規制基準適合性に係る審査における必要な現場操作 

添付資料 2 

第 2表 新規制基準適合性に係る審査における必要な現場操作 

添付資料２ 

第１表 新規制基準適合性に係る審査における必要な現場操作 

No. 条文 操作項目 概要 

1 

第８条 

「火災による

損傷の防止」 

内部火災対

策における

現場操作 

火災により原子炉保護系

の論理回路が励磁状態を

維持し，原子炉をスクラム

させる必要がある場合に

は，原子炉保護系ＭＧの電

源切操作が必要となる。 

2 

第９条 

「溢水による

損傷の防止等」 

溢水防護対

策における

現場操作 

内部溢水により燃料プー

ル冷却系，燃料プール補給

水系が機能喪失した場合，

残留熱除去系により燃料

プールの冷却・給水機能を

維持する必要があり，その

際に現場での手動弁操作

が必要となる。 

3 

第 14 条 

「全交流動力

電源喪失対策

設備」 

全交流動力

電源喪失時

における現

場操作 

全交流動力電源喪失時に

は，不要な負荷の切り離し

としてＡ－計装用電気室

にて電源切操作が必要と

なる。 

4 

第８条 

「火災による

損傷の防止」 

第 26 条 

「原子炉制御

室等」 

中央制御室

外原子炉停

止装置にお

ける操作 

中央制御室内での操作が

火災等の何らかの要因に

より困難な場合，中央制御

室外原子炉停止制御盤室

におい

て，原子炉スクラム後の高

温停止状態から冷温停止

状態に移行させる操作が

必要となる。 

・設備および運用の相

違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る現場操作の相違（抽

出の考え方は同様であ

り，第 2.2-2 表のとお

り操作に必要な対応も

同様に図っている） 
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添付資料3 

１．残留熱除去系 原子炉停止時冷却モードおける現場操作 

（１）設備概要 

残留熱除去系の３系統の設備は，１系統の故障が他のすべて

の系統に波及しないよう，それぞれ区画されたエリアに分離，

又は位置的分散を図るように配置する設計としている。電源に

ついてもそれぞれ異なる区分から供給しており，１系統の電源

故障が他のすべての系統に影響を及ぼさないよう設計してい

る。 

なお，本系統の停止時冷却外側隔離弁の電源区分について

は，残留熱除去系による注水機能よりも原子炉格納容器バウン

ダリ機能を優先することから，主系統と電源を分離している。

そこで，主系統が他の系統の故障により機能喪失することを防

ぐために，停止時冷却外側隔離弁については手動操作ができる

ように設計している。第1図に残留熱除去系の系統構成と電源

区分，第1表に想定される電源喪失時の各系統の停止時冷却内

側／外側隔離弁の状態を示す。 

 

第1図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

 

 

 

 

 

添付資料3 

1.原子炉保護系母線停止操作 

 

添付資料3 

1. 内部火災対策における現場操作 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 
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第1表 電源喪失時における停止時冷却内側／外側隔離弁の操作

可否について 

（２）必要となる操作の概要 

残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードを実施する際にお

いては，下記の現場操作が必要となる。 

・火災によって非常用電源機能が喪失した場合，当該非常用

電源機能と異なる区分の停止時冷却外側隔離弁が遠隔操

作できない状況が発生するため，現場（原子炉建屋1階）

で手動開操作を実施する（第1表参照）。 

・残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの通常操作手順にお

いて，インサービスする系統の残留熱除去系最小流量バイ

パス弁を中央制御室にて全閉にし，非常用電気品室（原子

炉建屋地下1階）にて電源を切り，中央制御室にて残留熱

除去系ポンプを起動する（添付資料1 第1表 (12)及び第2

表 (1)の操作内容参照）。

(1) 必要となる操作の概要

火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状態を維持し，発

電用原子炉をスクラムさせる必要がある場合には，現場での原

子炉保護系母線停止操作が必要となる。 

(1) 必要となる操作の概要

内部火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状態を維持

し，原子炉をスクラムさせる必要がある場合には，現場での電

源切操作が必要となる。 

(2) 操作場所（第１図参照）

Ａ，Ｂ－計装用電気室 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る操作場所の相違 
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（３）操作容易性の評価結果 

ａ．想定される環境条件 

① 炎，熱，煙（起因事象：内部火災）

② 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故後に原子炉

停止時冷却モードをインサービスする時の環境条件 

ｂ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

① 火災によって非常用電源機能が喪失した場合，原子炉

停止時冷却モードは，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故時の収束後の冷温停止に使用するため，機能要

求まで時間的猶予がある。よって消火活動後にアクセス

に必要な環境を確保する。 

② 原子炉停止時冷却モードが必要な状況下において，弁

手動操作場所の線量率は1mSv/hを下回り，弁操作時の被

ばく線量は緊急時作業に係る線量限度100mSvに照らし

ても十分小さく，操作可能である（設置許可基準規則第

12条「安全施設」別紙1-2参照）。また，原子炉停止時

冷却モードは，①に記載のとおり機能要求まで時間的猶

予があることから，運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故時に起因する原子炉建屋への水蒸気漏えいや熱

影響があったとしても，非常用ガス処理系の効果等によ

りそれらの影響が緩和し，人がアクセス可能な環境とす

ることにより，弁操作に必要な環境を確保する。 

ｃ．操作内容の評価 

弁の手動開操作時は，操作用ハンドル機構及び弁開度表

示を当該弁に設置することにより，操作性及び操作が実施

されたことの現場確認が容易に実施可能な設計とする。ま

た，当該弁の電源切操作についても，当該モータ・コント

ロール・センタで電源切状態を確認できることにより，操

作が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な設計

とする。 

なお，弁の手動開操作及び電源切操作時には，対象設備

に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板を設置 

(2) 操作容易性の評価結果

ａ．操作場所（第 2図参照） 

原子炉建屋付属棟 1階（電気室） 

ｂ．想定される環境条件 

炎，熱，煙（起因事象：内部火災） 

ｃ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

火災による原子炉保護系論理回路の励磁状態維持を想定

するため，想定火災としては原子炉保護系継電器盤を発火箇

所とする。 

それに対し，操作場所である原子炉建屋付属棟 1階（電気

室）は，発火箇所である中央制御室と位置的分散がなされて

おり，想定される環境条件においても操作場所及びアクセス

性に影響はなく，操作可能である。 

ｄ．操作内容の評価 

現場において操作を行う盤に付設された機器名称・機器番

号が記載された銘板と使用する手順書に記載されている機

器名称・機器番号を照合し，操作対象であることを確認して

から操作を行うことで，誤操作防止を図る。また，本操作を

行う制御盤に設置されている計器を確認することにより，操

作が実施されたことの確認も容易である。 

(3) 操作の容易性の評価結果

a. 想定される環境条件

炎，熱，煙（起因事象：内部火災）

b. 操作場所の評価（アクセス性含む）

火災による原子炉保護系論理回路の励磁状態維持を想定

するため，想定火災としては原子炉制御盤，原子炉保護継電

器盤を発火箇所とする。 

それに対し，操作場所であるＡ，Ｂ－計装用電気室は，発

火箇所である中央制御室と位置的に分散され，アクセス性を

確保し，操作可能な設計とする。 

c. 操作内容の評価

電源切操作を行う原子炉保護系ＭＧ盤は,当該盤で電源切

状態を確認できることにより，操作が実施されたことの確認

は現場にて容易に可能な設計とする。 

なお，電源切操作時には，対象設備に付設された機器名

称・機器番号が記載された銘板を設置することにより，使用

する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合でき

るようにし，操作対象であることを確認してから操作を行う

ことで誤操作の防止を図る。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 

【東海第二】 

 設備構成の相違によ

る操作場所の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違によ

る必要な現場操作の相

違 

7070





柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第2 表 現場操作が必要な手動弁 

※１常時開運用に変更

第 3表 燃料プール冷却浄化系機能喪失時の残留熱除去系 

への切替操作のための現場操作機器 

第１表 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 

燃料プール冷却・給水のための現場操作機器 

操
作 

使用する
系統 

操作対象機器 
設置区画 

機器番号 機器名称 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却

残留熱除
去系(A) 

V222-10 
RHR・FPC系入口第

１止め弁 

R-M2F-03N
R-M2F-04N
R-M2F-05N

V222-11A 
A-FPC系入口第２

止め弁 
R-B2F-02N

V222-12A 
A-RHR・FPC系戻り

第１止め弁
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第

２止め弁 
R-2F-10N

残留熱除
去系(B) 

V222-10 
RHR・FPC系入口第

１止め弁 

R-M2F-03N
R-M2F-04N
R-M2F-05N

V222-11B 
B-FPC系入口第２

止め弁 
R-B2F-15N

V222-12B 
B-RHR・FPC系戻り

第１止め弁
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第

２止め弁 
R-2F-10N

燃
料
プ
ー
ル
給
水

残留熱除
去系(A) 

V222-12A 
A-RHR・FPC系戻り

第１止め弁
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第

２止め弁 
R-2F-10N

残留熱除
去系(B) 

V222-12B 
B-RHR・FPC系戻り

第１止め弁
R-2F-10N

V222-13 
RHR・FPC系戻り第

２止め弁 
R-2F-10N

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違によ

る必要となる現場操作

の相違 
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（２）操作容易性の評価結果 

ａ．想定される環境条件 

水位，温度，線量，化学薬品，照明，感電，漂流物（起

因事象：内部溢水） 

ｂ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

溢水事象発生時後の環境条件（水位，温度，線量，化学

薬品，照明，感電，漂流物）の観点から評価し，アクセス

性を確保し，操作可能な設計とする。 

第3表 想定される環境条件の評価結果 

(2) 操作容易性の評価結果

ａ．操作場所（第 4図参照）

原子炉建屋原子炉棟 3階 ＭＳＩＶ－ＬＣＳマニホール

ド室 

原子炉建屋原子炉棟 4階 エレベータ正面 

原子炉建屋原子炉棟 4階 ＦＰＣポンプ室 

  ｂ．想定される環境条件 

水位，温度，線量，化学薬品，照明，感電，漂流物 

（起因事象：内部溢水） 

  ｃ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

溢水事象発生時に想定される環境条件（水位，温度，線

量，化学薬品，照明，感電，漂流物）の観点から評価し，

操作場所及びアクセス性に影響はなく，操作可能である。 

なお，火災防護における火災防護対策が操作場所及びア

クセス性に影響がないことを確認した。

想定される環境条件の評価結果については以下に示す。 

・滞留水位については，対象区画で発生する溢水量より，

最大 0.01mとなり，操作場所及びアクセス時の歩行に

支障がなく，操作可能である。また，防火扉は溢水時

の最大水位より高い位置に設置することから，扉開閉

に問題はない。 

・温度については，溢水源のうち高温の流体を内包する

系統はないことから，長時間に渡りアクセス困難な高

温状態が継続することは考えにくいため，操作場所及

びアクセス性への影響はなく，操作可能である。 

・線量については，放射性物質を内包する溢水が発生し

てもハッチ等の開口部より下階へと排水されるが，保

守的に継続した想定での評価をしても被ばく線量と

しては数 mSv程度となり，緊急時作業に係る線量限度

100mSvと比較して十分小さく抑えられることから，操

作場所及びアクセス性への影響はなく，操作可能であ

る。 

(3) 操作容易性の評価結果

a. 想定される環境条件

没水，被水，温度（蒸気），線量，薬品，照明，感電，

漂流物（起因事象：内部溢水） 

b. 操作場所の評価（アクセス性含む）

溢水事象発生時の環境条件（没水，被水，温度（蒸気），

線量，薬品，照明，感電，漂流物）の観点から評価し，ア

クセス性を確保し，操作可能な設計とする。

第２表 想定される環境条件の評価結果 

環境条件 評価結果 

没水 

燃料プールスロッシング後の残留熱除去系によ

る燃料プールの冷却・給水のためのアクセスは，

時間余裕が十分あり，発生した溢水がハッチ等の

開口部より最終滞留箇所まで排出されているこ

と及び操作場所までの経路は複数あることから，

アクセス性及び操作性への影響はない。

被水 

燃料プールスロッシング後の残留熱除去系によ

る燃料プールの冷却・給水のためのアクセスは,

溢水発生から時間が経過していることから，アク

セスに影響のある被水はないため，アクセス性及

び操作性への影響はない。 

・設備の相違

【東海第二】 

 設備構成の相違によ

る操作場所の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る評価内容の相違だ

が，いずれもアクセス

性を確保し，操作可能

な設計としている 

7373



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・化学薬品については，アクセスルートに影響を与える

可能性のあるものとしては，防錆剤を含む閉ループ系

統及び個別の容器に保管の薬品であるが，濃度は十分

に低く，操作場所及びアクセス性への影響はなく，操

作可能である。また，防護服等を配備し，必要により

使用可能としている。

・照明については，中央制御室から操作場所までのアク

セスルート上に常用電源，非常用電源から電源供給さ

れる作業用照明が設置されているため，操作場所及び

アクセス性への影響はなく，操作可能である。また，

溢水の影響により一部の照明が機能喪失した場合で

も，対応する運転員が常時滞在している中央制御室等

に可搬型照明を配備し，必要により使用可能としてい

る。 

・感電については，電気設備が溢水の影響を受けた場合，

短絡が発生し保護回路がそれを検知しトリップする

ことで，当該電気設備への給電は遮断されることか

ら，操作場所及びアクセス性への影響はなく，操作可

能である。また，運用面でも，溢水の発生が想定され

る場合は，運転員が溢水箇所に関連する電源を開放す

ることについて社内規定類に定めることとしている。 

・漂流物については，屋内に設置されているラック等は， 

固縛処置がされており，溢水が発生した場合において 

も漂流物とならないことから，操作場所及びアクセス 

性への影響はなく，操作可能である。 

温度（蒸気） 

溢水源のうち基準地震動Ｓｓ による地震力によ

って破損の恐れのある系統のうち，高温の流体を

内包する系統は主蒸気系，原子炉浄化系及び原子

炉浄化系と接続する給水系が考えられるが，これ

らの系統には，漏えい検知による自動隔離等のイ

ンターロックが設置されている。原子炉浄化系及

び原子炉浄化系と接続する給水系からの漏えい

により，一時的に原子炉建物二次格納容器内は高

温になるが，隔離及びブローアウトパネルからの

排気により温度は低下する。また，非常用ガス処

理系による換気にも期待できることか溢水源の

うち基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損

の恐れのある系統のうち，高温の流体を内包する

系統は主蒸気系，原子炉浄化系及び原子炉浄化系

と接続する給水系が考えられるが，これらの系統

には，漏えい検知による自動隔離等のインターロ

ックが設置されている。原子炉浄化系及び原子炉

浄化系と接続する給水系からの漏えいにより，一

時的に原子炉建物二次格納容器内は高温になる

が，隔離及びブローアウトパネルからの排気によ

り温度は低下する。また，非常用ガス処理系によ

る換気にも期待できることから，長時間にわたり

アクセス困難な高温状態が継続するとは考えに

くい。 

線量 

地震時に放射性物質を内包する溢水の発生する

区画も存在するが，十分な時間経過後には最終滞

留区画まで排水されることから，漏えいした溢水

による線量の影響はほとんどないと考えられる。

また原子炉浄化系は高温・高圧のため溢水により

蒸気が発生するが，自動で検知・隔離が達成され

ることから，漏えいは限定的である。さらに非常

用ガス処理系による換気にも期待できることか

ら，線源となる蒸気が長時間に渡り空間部に充満

することは考えにくい。なお，保守的な想定での

評価をしても被ばく線量としては数mSv程度とな

り，緊急作業に係る線量限度である100mSvを超え

ることはなく，アクセス性及び操作性への影響は

ない。 
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第4 表 燃料プール冷却浄化系機能喪失時の残留熱除去系への切

替操作箇所の浸水深さ 

薬品 

溢水防護対象区画が設定された建物・区画内にあ

る主な薬品として，冷却材中に含まれる防錆剤

（亜硝酸ソーダ）があるが，通常運転時の濃度は

200ppm～350ppmと希釈された状態で存在するた

め，漏えいした場合でもアクセス性及び操作性へ

の影響はない。 

照明 

作業用照明は非常用電源等より受電し，現場各所

に設置されていることから現場へのアクセス性

に影響はない。また，溢水の影響により一部の照

明が機能喪失した場合でも，対応する運転員が常

時滞在している中央制御室等に懐中電灯等の可

搬型照明を配備していることから，アクセス性及

び操作性への影響はない。さらに，基準地震動Ｓ

ｓに対し機能維持する電源内蔵型照明（実力値：

８時間以上使用可能）も期待できる。 

感電 

電気設備が溢水の影響を受けた場合，アクセス時

の感電が懸念されるが，電気設備には短絡が発生

し，保護回路がそれを検知しトリップすること

で，当該電気設備への給電は遮断されるため，感

電による影響はないと考えられる。また運用面に

おいても，ゴム長靴等の防護具の配備や，溢水の

発生が想定される場合の電源停止手順等を QMS文

書として定めることで，感電による影響を防止す

る。 

漂流物 

屋内に配置された棚やラック等は固縛処置がさ

れており，溢水が発生した場合においても漂流物

となることはなく，アクセス性及び操作性に影響

はない。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

 東海第二は，切替操

作箇所の浸水深さを記

載 
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第4図 燃料プール冷却浄化系機能喪失時の残留熱除去系への 

切替操作場所へのアクセスルート（5／7） 

 

 

第4図 燃料プール冷却浄化系機能喪失時の残留熱除去系への 

切替操作場所へのアクセスルート（6／7） 

 

 

第３図 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 

燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(5/7) 

 

第３図 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 

燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(6/7) 
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第4図 燃料プール冷却浄化系機能喪失時の残留熱除去系への 

切替操作場所へのアクセスルート（7／7） 

第３図 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 

燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(7/7) 
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３．全交流動力電源喪失時の現場操作 

（１）設備概要 

非常用所内電源系（非常用ディーゼル発電機含む）の３系

統の設備は，１系統の故障が他のすべての系統に波及しない

よう，それぞれ区画されたエリアに分離，又は位置的分散を

図るように配置する設計とする。空調系や冷却系についても

それぞれ異なる区分から供給しており，１系統の空調系や冷

却系の故障が他のすべての系統に影響を及ぼさないよう設

計しているが，何らかの要因により全交流動力電源喪失が発

生した場合に備えて，非常用所内電源系（非常用ディーゼル

発電機含む）の現場確認と直流電源の延命のための負荷抑制

を実施する手順を整備している。 

なお，重大事故等時の対応として，他号炉の非常用ディー

ゼル発電機からの電源融通や常設代替交流電源設備による

交流電源供給の手順も整備している。 

第3図に非常用所内電源系（非常用ディーゼル発電機含む）

の系統構成を示す。 

第3 図 非常用所内電源系（非常用ディーゼル発電機含む） 

3. 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し操作 3. 全交流動力電源喪失時における現場操作

(1) 設備概要

非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，

原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給し，かつ，

原子炉冷却材喪失が同時に発生した場合に，工学的安全施設

を含む特に重要度の高い安全機能を有する設備の作動のた

めの電力も供給する。また，多重性を考慮し，３台備え各々

非常用高圧母線に接続するとともに，配電盤制御盤ともそれ

ぞれ独立した部屋に設置しているが，何らかの要因により全

交流動力電源喪失が発生した場合に備えて，非常用所内電源

系（非常用ディーゼル発電機含む）の現場確認と直流電源の

延命のための負荷切り離しを実施する手順を整備している。 

第４図に電源系統図（非常用ディーゼル発電機含む）を示

す。 

第４図 電源系統図（非常用ディーゼル発電機含む） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る設備構成の相違 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は単独号

炉申請のため記載して

いない 

 重大事故等時の対応

については，ＳＡ条文

側で記載すると整理し

ている 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラントの違いによ

る設備構成の相違 
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（２）必要となる操作の概要 

全交流動力電源喪失時で，非常用ディーゼル発電機又は外

部電源復旧が不可能な場合は，以下の現場操作を実施する。 

① 非常用ディーゼル発電機の起動失敗確認。

② 交流電源喪失時の計測制御用電源盤室（コントロール建

屋地下1階）における負荷抑制操作 。

なお，重大事故等時の対応として，以下の現場操作を必要

とする。 

・他号炉の非常用ディーゼル発電機からの受電準備のため，

非常用電気品室と常用電気品室での遮断器インターロッ

ク除外操作，非常用電気品室と計測制御用電源盤室におけ

る負荷抑制操作。 

・常設代替交流電源設備からの受電準備のため，非常用電気

品室と計測制御用電源盤室における負荷抑制操作と常設

代替交流電源設備からの受電操作。 

（３）操作容易性の評価結果 

ａ．想定される環境条件 

照明喪失（起因事象：全交流動力電源喪失） 

ｂ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

全交流動力電源喪失時から重大事故等時に対処するため

に必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの

間においても操作できるように，非常用系の蓄電池から受電

する直流非常灯若しくは蓄電池内蔵型照明を設置しており，

更に現場作業を行う運転員はヘッドライトと懐中電灯を持

って移動することで，アクセス性を確保し，操作可能な設計

とする。 

(1) 必要となる操作の概要

全交流動力電源喪失時で，非常用ディーゼル発電機又は外

部電源復旧が不可能な場合に，重大事故等に対処するために

必要な電力を常設代替交流電源設備から供給するため，受電

準備の現場操作として不要な負荷の切り離し操作が必要と

なる。 

(2) 操作容易性の評価結果

ａ．操作場所（第 5図参照） 

原子炉建屋付属棟 1階，地下 1階，地下 2階（電気室） 

ｂ．想定される環境条件 

交流照明喪失（起因事象：全交流動力電源喪失） 

ｃ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために

必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの間

においても操作できるように，直流非常灯及び蓄電池内蔵型

照明を設置することにより，想定される環境条件においても

操作場所及びアクセス性に影響はなく，操作可能である。ま

た，可搬型照明を配備していることから，必要により使用す

ることが可能である。 

(2) 必要となる操作の概要

全交流動力電源喪失時で，非常用ディーゼル発電機又は外

部電源復旧が不可能な場合は，以下の現場操作を実施する。 

① 非常用ディーゼル発電機の起動失敗確認。

② 交流電源喪失時のＡ－計装用電気室（廃棄物処理建物１

階）における負荷切り離し操作。 

(3) 操作場所（第５図参照）

Ａ－計装用電気室

(4) 操作容易性の評価結果

a. 想定される環境条件

照明喪失（起因事象：全交流動力電源喪失）

b. 操作場所の評価（アクセス性含む）

全交流動力電源喪失時から重大事故等時に対処するため

に必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの

間においても操作できるように，非常用系の蓄電池から受電

する直流非常灯もしくは蓄電池内蔵型照明を設置しており，

更に現場作業を行う運転員はヘッドライトまたは懐中電灯

を持って移動することで，アクセス性を確保し，操作可能な

設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る全交流動力電源喪失

時の操作場所の相違 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は単独号

炉申請のため記載して

いない 

 重大事故等時の対応

については，ＳＡ条文

側で記載すると整理し

ている 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は操作場

所を記載 

・設備の相違

【東海第二】 

 設備構成の相違によ

る操作場所の相違 
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第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（3／10） 

第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（4／10） 
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第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（5／10） 

第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（6／10） 
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第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（7／10） 

 

 

 

第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（8／10） 
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第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（9／10） 

第5図 全交流動力電源喪失時の負荷切り離し 

操作場所へのアクセスルート（10／10） 
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４．中央制御室外原子炉停止装置による発電用原子炉の安全停止

操作 

（１）設備概要 

中央制御室内での操作が火災等の要因により困難な場合に

は，原子炉施設を安全な状態に維持するために，必要な計測制

御を含め中央制御室以外の適切な場所からも，適切な手順を用

いて原子炉スクラム後の低温状態に導くことができる設計と

している。 

（２）必要となる操作の概要 

中央制御室外原子炉停止室  の制御盤の

操作器にて，スクラム状態の発電用原子炉を低温状態に移行さ

せる操作を実施する。 

（３）操作容易性の評価結果 

ａ．想定される環境条件 

炎，熱，煙（起因事象：内部火災） 

ｂ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

中央制御室が火災等の何らかの要因で被害を受けた場合，

中央制御室外原子炉停止操作室は中央制御室とは位置的に

分散し，アクセス性を確保し，操作可能な設計とする。 

4. 中央制御室外原子炉停止操作

(1) 必要となる操作の概要

火災その他の異常な事態により中央制御室内での操作が困

難な場合，中央制御室外原子炉停止装置において，原子炉ス

クラム後の高温状態から冷温状態に移行させる操作が必要と

なる。 

なお，中央制御室から避難する必要がある場合，中央制御

を出る前に原子炉スクラム操作を実施するが，スクラム操作

が不可能な場合は，中央制御室外において原子炉保護系論理

回路の電源を遮断すること等により行うことができる設計と

している。 

(2) 操作容易性の評価結果

ａ．操作場所（第6 図参照） 

（中央制御室外原子炉停止装置） 

ｂ．想定される環境条件 

炎，熱，煙（起因事象：内部火災），その他の異常な事態 

ｃ．操作場所の評価（アクセス性含む） 

火災その他の異常な事態により中央制御室内での操作が

困難な場合，中央制御室外原子炉停止装置は中央制御室から

離れた場所に設置し位置的に分散されているため，想定され

る環境条件においても操作場所及びアクセス性に影響はな

く，操作可能である。 

4. 中央制御室外原子炉停止装置における操作について

（1）設備概要 

中央制御室内での操作が火災等の要因により困難な場合に

は，原子炉施設を安全な状態に維持するために，必要な計測制

御を含め中央制御室以外の適切な場所からも，適切な手順を用

いて原子炉スクラム後の低温状態に導くことができる設計と

している。 

(2) 必要となる操作の概要

中央制御室内での操作が火災等の何らかの要因により困難

な場合，中央制御室外原子炉停止制御盤室

において，原子炉スクラム後の高温停止状態から冷温停止状

態に移行させる操作が必要となる。 

(3) 操作場所（第６図参照）

中央制御室外原子炉停止制御盤室 

(4) 操作容易性の評価結果

a. 想定される環境条件

炎，熱，煙（起因事象：内部火災）

b. 操作場所の評価（アクセス性含む）

中央制御室が火災等の何らかの要因で被害を受けた場合，

中央制御室外原子炉停止制御盤室は中央制御室とは位置的

に分散され，アクセス性を確保し，操作可能な設計とする。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は設備概

要を記載 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は操作場

所を記載 
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第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(3/15) 

第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(4/15) 
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第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(5/15) 

 

 

 

 

第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(6/15)  
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第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(7/15) 

 

 

 

 

第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(8/15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

9191



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(9/15) 

 

 

 

第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(10/15) 
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第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(11/15) 

第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(12/15) 
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第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(13/15) 

 

 

 

 

第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(14/15)  
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第5 図 現場操作に伴うアクセスルート(15/15) 
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別紙2 制御盤等の設計方針に関する実運用への反映について 

運転員の誤操作を防止するため，JEAC 4624「原子力発電

所の中央制御室における誤操作防止の設備設計に関する規

定」や社内設計標準に基づき，盤の配置や識別管理，操作器

具等の操作性に留意するとともに，計器表示及び警報表示に

より原子炉施設の状態を正確，かつ，迅速に把握できる設計

としている。 

なお，現在の設備について，改造等が発生した場合も第1 

表の設計管理プロセスにより,上記の設計内容が反映される

ことを適切に管理している。 

第1表 各設計管理プロセスにおける実施内容 

第1図 設計活動の概略体系 

別紙 2 制御盤等の設計方針に関する実運用への反映について 

現在の制御盤等の設計方針は，運転員の誤操作を防止する

ため，盤の配置，操作器具等の操作性に留意するとともに，

計器表示及び警報表示により発電用原子炉施設の状態を正

確，かつ，迅速に把握できる設計とすること等により，誤操

作の防止及び操作の容易性を確保することとしている。 

制御盤等を追加・改造する場合においても，社内規程類に

定める以下に示す設計プロセスを実施することにより，上記

の設計方針が適切に反映されることを管理している。 

第 1 表 各設計プロセスにおける実施内容 

別紙２ 制御盤等の設計方針に関する実運用への反映について 

運転員の誤操作を防止するため，ＪＥＡＣ４６２４「原子

力発電所の中央制御室における誤操作防止の設備設計に関す

る規程」や社内設計標準に基づき，盤の配置や識別管理，操

作器具等の操作性に留意するとともに，計器表示及び警報表

示により原子炉施設の状態を正確，かつ，迅速に把握できる

設計としている。 

なお，現在の設備について，改造等が発生した場合も第１

表の設計管理の運用により,上記の設計内容が反映されるこ

とを適切に管理している。 

第１表 設計管理の運用 

設計管理 

プロセス 
実施内容 

業務の計画段階 

（概念設計） 

検討スケジュールの立案や設計要求事項，

設計検討項目，設計検証方法，妥当性確認

方法の明確化を行う。 

設計段階 
計画段階の要求事項に基づき工事，購入仕

様書を作成する。 

詳細設計 

・製作段階

受注者から提出された設計図書について，

既設設備との整合性の他，誤操作を防止す

る設計に関する要求事項が反映されている

か確認を行う。 

受入・据付段階 
設計図書に基づいて製作された製品につい

て，受入検査及び据付・試験を行う。 

詳細設計結果の

妥当性確認段階 

工場検査又は受入検査及び据付完了後の性

能試験等を行う。 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計管理プロセスの
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であるが，いずれも適

切に設計管理が運用さ

れている 
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別紙3 新規制基準適合申請に係る設計基準対象追加設備の誤操

作防止について 

（設置許可基準規則第10条第1項への適合性） 

1．監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出

新基準適合申請において新たに設置計画している設計基準

対象の追加設備を第1表のとおり抽出し，誤操作防止（設置許

可基準規則第10条第1項）への適合性を評価するため，更にプ

ラントの監視操作機能を有する設備を整理した。

第1 表 監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出

（1/2） 

別紙 3 新規制基準適合申請に係る設計基準対象追加設備の誤操

作防止について 

（設置許可基準規則第 10条第 1項への適合性） 

1. 監視・操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出

新規制基準適合申請において新たに設置計画している設計

基準対象の追加設備を第 1表のとおり抽出し，誤操作防止（設

置許可基準規則第 10 条第 1 項）への適合性を評価するため，

さらにプラントの監視・操作機能を有する設備を整理した。 

第 1表 監視・操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出 

（1／6） 

第 1表 監視・操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出 

（2／6） 

別紙 3 新規制基準適合申請に係る設計基準対象追加設備の誤操

作防止について 

（設置許可基準規則第 10条第 1項への適合性） 

1. 監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出

新基準適合申請において新たに設置計画している設計基準

対象の追加設備を第１表のとおり抽出し，誤操作防止（設置許

可基準規則第 10条第 1項）への適合性を評価するため，さら

にプラントの監視操作機能を有する設備を整理した。 

第１表 監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の違いによ

る追加設備の相違だ

が，抽出の考え方は同

様であり，いずれも誤

操作防止を図っている 
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第1 表 監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出

（2/2） 

第 1表 監視・操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出 

（3／6）

第 1表 監視・操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出 

（4／6） 
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第 1表 監視・操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出 

（5／6） 

第 1表 監視・操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出 

（6／6） 
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2．設計基準対象追加設備の誤操作防止について 

1．項で整理した監視操作機能を有する設備について，下記

(1)～(10)のとおり誤操作防止に係る設計考慮事項を評価し，

設置許可基準規則第10条第1項に適合していることを確認し

た。 

(1)水密扉監視設備

(2) 津波監視カメラ

2. 設計基準対象追加設備の誤操作防止について

1.項で整理した監視・操作機能を有する設備について，下記

(1)～(13)のとおり誤操作防止に係る設計考慮事項を評価し，

設置許可基準規則第 10条第１項に適合していることを確認し

た。 

(1) 水密扉警報盤

盤配置及び作業空

間 

独立盤又は独立パネルであり，他操作による画面

展開はない。 

盤面配置 表示（警報）窓，ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯など，中央制御室盤

と同等の機能としている。 

制御機能 － 

(2) 内部溢水警報盤

盤配置及び作業空

間 

独立盤又は独立パネルであり，他操作による画面

展開はない。 

盤面配置 表示（警報）窓，ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯など，中央制御室盤

と同等の機能としている。 

制御機能 － 

(3) 津波監視カメラ

盤配置及び作業空

間 

独立盤又は独立パネルであり，他操作による画面

展開はない。 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 － 

制御機能 － 

2. 設計基準対象追加設備の誤操作防止について

1.項で整理した監視操作機能を有する設備について，下記

(1)～(12)のとおり誤操作防止に係る設計考慮事項を評価し，

設置許可基準規則第10条第1項に適合していることを確認し

た。 

(1) 防護設備制御盤

盤配置及び作業
空間 

独立盤であり，他操作による画面展開はない。 

盤面配置 警報表示灯はコーディングの考え方を反映している。 
ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(2) 津波監視カメラ

盤配置及び作業
空間 

中央制御室の専用ディスプレイで監視可能な設計と
している。専用ディスプレイであり，他操作による画
面展開はない 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 － 

制御機能 － 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(3)取水槽水位計

(4)蓄電池室水素濃度検知器

(5)火災感知器

(4) 取水ピット水位計，潮位計

盤配置及び作業空

間 

中央制御室のフラットディスプレイで監視可能

な設計としている。 

盤面配置 表示（警報）窓と指示計はコーディングの考え方

を反映している。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有して

いる。 

制御機能 － 

(5) 防潮扉，放水路ゲート

(6) 蓄電池室水素濃度検出器

盤配置及び作業空間 独立盤又は独立パネルであり，他操作による画

面展開はない。 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 水素濃度表示は１箇所ずつの表示としている。 

警報機能 吹鳴，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(7) 火災感知器

盤配置及び作業空間 独立盤又は独立パネルであり，他操作による画

面展開はない。 

盤面配置 表示や操作ボタンはコーディングの考え方を

反映している。 

情報表示機能 火災感知箇所は 1区画ずつの表示としている。 

警報機能 吹鳴，確認，点灯など，中央制御室盤と同等の

機能としている。 

制御機能 － 

(3) 取水槽水位計

盤配置及び作業

空間 

中央制御室の指示計で監視可能な設計としている 

盤面配置 警報表示灯と指示計はコーディングの考え方を反映

している。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(4) 建物内水素濃度検知器

盤配置及び作業

空間 

独立盤であり，他操作による影響を受けない。 

盤面配置 警報表示灯と指示計はコーディングの考え方を反映

している。 

情報表示機能 水素濃度表示は１箇所ずつの表示としている。 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(5) 火災感知器

盤配置及び作業
空間 

独立盤であり，他操作による画面展開はない。 

盤面配置 警報表示灯はコーディングの考え方を反映している。 
ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 火災感知器は１台ずつの表示としている。 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

・設備の相違

【東海第二】 

 設備構成の違いによ

る追加設備の相違 
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(6)全域ガス消火設備

(7)局所ガス消火設備

(8) 全域ガス消火設備

盤配置及び作業空間 独立盤又は独立パネルであり，他操作による画

面展開はない。 

盤面配置 表示や操作ボタンはコーディングの考え方を

反映している。 

情報表示機能 消火対象箇所は 1区画ずつの表示としている。 

警報機能 吹鳴，確認，点灯など，中央制御室盤と同等の

機能としている。 

制御機能 － 

(9) 局所ガス消火設備

盤配置及び作業空間 独立盤又は独立パネルであり，他操作による画

面展開はない。 

盤面配置 表示や操作ボタンはコーディングの考え方を

反映している。 

情報表示機能 消火対象箇所は 1区画ずつの表示としている。 

警報機能 吹鳴，確認，点灯など，中央制御室盤と同等の

機能としている。 

制御機能 － 

(6) 全域ガス消火設備

盤配置及び作業
空間 

独立盤であり，他操作による画面展開はない。 

盤面配置 警報表示灯はコーディングの考え方を反映している。 
ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 消火対象箇所は１区画ずつの表示としている。 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(7) 水消火設備

盤配置及び作業
空間 

独立盤であり，他操作による画面展開はない。 

盤面配置 警報表示灯はコーディングの考え方を反映している。 
ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 ポンプの運転状態を表示している。 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(8) 非常用ガス処理系フィルタ差圧計

盤配置及び作業
空間 

独立盤であり，他操作による画面展開はない。 

盤面配置 警報表示灯はコーディングの考え方を反映している。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(9) 再循環処理装置フィルタ差圧計

盤配置及び作業
空間 

独立盤であり，他操作による画面展開はない。 

盤面配置 警報表示灯はコーディングの考え方を反映している。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(9) 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）

(8) 構内監視カメラ

(10) 安全パラメータ表示システム(SPDS)（SPDS表示装置）

(10) 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

盤配置及び作業空間 中央制御室のフラットディスプレイで監視

可能な設計としている。 

盤面配置 表示（警報）窓と指示計はコーディングの考

え方を反映している。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有

している。 

制御機能 － 

(11) 構内監視カメラ

盤配置及び作業空間 独立盤又は独立パネルであり，他操作による

画面展開はない。 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 － 

制御機能 － 

(12) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（データ表示装

置）

盤配置及び作業空間 独立盤又は独立パネルであり，他操作による

画面展開はない。 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 － 

制御機能 － 

(13) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデー

タ表示装置）

盤配置及び作業空間 独立盤又は独立パネルであり，他操作による

画面展開はない。 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 － 

制御機能 － 

(10) 燃料プール水位・温度（ＳＡ）

盤配置及び作業
空間 

中央制御室で監視可能な設計としている。 

盤面配置 警報表示灯と記録計はコーディングの考え方を反映
している。 

情報表示機能 － 

警報機能 吹鳴，フリッカ，確認，点灯などの機能を有している。 

制御機能 － 

(11) 構内監視カメラ

盤配置及び作業
空間 

中央制御室の専用ディスプレイで監視可能な設計と
している。 
専用ディスプレイであり，他操作による画面展開はな
い 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 － 

制御機能 － 

(12) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

盤配置及び作業
空間 

緊急時対策所の専用ディスプレイで監視可能な設計
としている。 
専用ディスプレイであり，他操作による画面展開はな
い。 

盤面配置 ディスプレイ表示である。 

情報表示機能 － 

警報機能 － 

制御機能 － 
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別添 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

運用，手順説明資料 

誤操作の防止 

10条 誤操作の防止 

10条 誤操作の防止 

別添 

東海第二発電所 

運用，手順説明資料 

誤操作の防止 

設置許可基準規則 第 10条 誤操作の防止 

設置許可基準規則 第 10条 誤操作の防止 

別添 

島根原子力発電所２号炉 

運用，手順説明資料 

誤操作の防止 

第10条 誤操作の防止 ・運用の相違

【東海第二】 

 プラントの相違によ

る工認・保安規定への

紐付の相違 
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10条 誤操作の防止 

第1表 運用，手順に係る対策等（設計基準） 

設置許可基準規則 第 10条 誤操作の防止 

表 1 運用，手順に係る対策等（設計基準） 運用，手順に係る対策等（設計基準） 

設置許可

基準対象

条文 

対象項目 区分 運用対策等 

第 10条 

誤操作 

の防止 

識別管理 

施錠管理 

運用・手順 

識別管理及び施錠管理に

関する管理方法を定め

る。 

体制 
（運転員，保修員による

識別及び施錠管理） 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

地震発生

時の操作

中止 

運用・手順 

地震発生時に操作を中止

して誤操作を防止し，プ

ラントの安全を確保する

手順を整備する。 

体制 
（運転員による運転操

作） 

保守・点検 ― 

教育・訓練 ― 

・運用の相違

【東海第二】 

 プラントの相違によ

る運用対策の相違 
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